
2010年 12月 14日 (火}15:00～

衆議院第 2議員会館 B2 民主党 A会議室

総合特区・規制改革小委員会 (第 6回 )

(総合特区・規制制度改革・環境未来都市・都市再生基本方針)

一 成長戦略・経済対策 PT一

1.挨拶

2.地域活性化統合事務局からの報告と質疑応答

(1)構造改革提案について

(2)総合特区の対象規制改革優先検討事項について

(3)総合特区の税制対応について

3.総合特区の規制改革対応について

(小委員会役員からの提案と質疑応答)

4.「 20年以上経過 している規制・制度」の現状認識と見直しの方針について

ヒアリングと質疑応答 (厚生労働省)

(1)対象規制の全容 (規制主体、便益・費用分析等)

(2)対象規制見直しについての考え方と対応

5.その他



(資料 1) 平成 22年 12月 14日

総合特区・規市1改革小委員会

総合特区法案 (仮称)のポイント

1.法律・制度に要求・期待される一般的効能

(1)原則や法理構造への対応力

(2)現実への対応力

2.上記 1の両者を両立させるための対応

(1)法律改正・制定

(2)法律解釈 (現行法の運用)

3.考慮すべき 3つの留意点

(1)国会中心立法の原則

(2)国民主権の原則

(3)時代の要請 (社会環境の変化 )

上記「1(1)・ 3(1
応が本法の本質的使命

することを想定する。

)」 vs「 1(2)・ 3(2)(3)」 の対立構造への対

(役割)。 「政令上書き」「条例上書き」の双方を活用

4.改革 (試行)の対象

(1)限定する (可 とする分野を列挙する個別列挙型、ポジティプリス ト型)

(2)限定しない (絶対的に不可という分野を列挙するネガティプリスト型)

5。 地方公共団体を中心とする総合特区の申請主体に対する認識

(1)性善説で捉える

(2)性悪説で捉える

6.総合特区法の運用に当たつての想定 (その 1)

(1)コ ンフリクトの発生を想定する (解決のためのプロトコルが必要)

(2)コ ンフリクトの発生を想定しない

7.総合特区の運用に当たっての想定 (その 2)

(1)評価基準、中止基準を設ける

(2)評価基準、中止基準を設けない



(資料 2)

総合特区法案 (仮櫛)の考え方

鮭
壺ポ
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「

ぷ 鷲
(注 2)調整機関としての「内閣府特命担当大臣」の権能は、

要な資料の提出や説明の要求)、 第 2項 (勧告)、 第 3項
告した事項に関し特に必要があると認める時は、総理大 E

督>の規定による措置がとられるよう意見具申)等を活「

平成 22年 12月 14日

総合特区・規制改革小委員会

国・総合特区 (地方自治体)間の調整機能

想定せず
国・地方

協議機関
国・地方

調停機関

内閣府特命
担当大臣

事前合意モデル 個別列挙型

政令上書きモデル

ポジティプリスト型

ネガティプリスト型

条例上書きモデル

ポジティプリスト型

ネガティプリスト型



(資料 3)
平成 22年 12F]14日

総合特区・規制改革小委員会

総合特区法案 (仮称)の骨格

「条例上書き」によって総合特区を実現
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平成 22年 12月 14日 厚生労働省提出資料

制定又は最終改正から20年以上経過した許認可等の見直しについて

厚生労働省における制定又は最終改正から20年以上経過 した許認可等
は、大きく以下のとおり分類される。

1.国民の生命を保護する目的の規制 ,制度  甲・甲100項 目
口感染症の国内侵入を防ぐために要する規制

例 :検疫済証のない航空機を着陸させ、若しくは着水させる許可
・保健衛生上の危害を防止するとともに、必要な医療の提供を確保するための麻

薬等に係る規制

例 :医療用麻薬又は家庭麻薬製造の許可

2.労働者の生命、財産等を保護する目的の規制・制度 ・…94項 目
口特に大規模な災害を招く恐れのある機械や化学物質等に係る規制

例 :ク レーン特例報告、鉛健康診断結果報告
・労働者の生命、財産や権利を保護するための規制

例 :労働者死傷病報告、貯蓄金管理協定の届出、解雇制限除外認定

3。 国家資格や法人などの質を担保するための規制 ・…258項 目
・国家資格等の質を担保するための規制

例 :医師免許、看護師養成所の指定
口法人、組合等の質を担保するための規制

例 :(2以上の都道府県で事業を行う)医療法人の設立認可、社会福祉法人
の設立認可

(参考)

「規制に係る総括的報告 (平成22年 7月 20日 公表)」 における厚生労働省の所管する制
定又は最終改正から20年以上経過した許認可等の数は447項 目(上記では、7月 時点
で漏れのあった5項 目を追加し、合計452項 目となっている)。

うち9月 30日 時点で見直しを行うものは1項 目(寄附金募集の許可)を提出済み。



規制に係る総情報告 許認可等単位 (厚生労働省分のうち20年経過した項目を抜粋したもの)
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(施 行年を
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5 En3 ●●● じ彙科名の広告の許可
E燎法

「
6条の6第 1項 O

=生
労働大臣(医政局長 ) 0 許可 O “ｏ

腑
鋤

7 Ean la導諄 E薇法人の設立の認可
医療法

傷44条第 1項

廊68条の2■ 1項
O 椰道府県知事

甦 労働大臣(厚生労働事務次官、医政局長 )

0 O 認可 O “
ｏ
帥

鋤

8 E政局 指導屎 E薇法人の理事数の例外の露可
E憲法

146条の2■ 1項ただし■

16● 条の2第 1項
○

椰道府県知事
也方厚生局長

O O 認可 0 ０
帥
０

“

●●n E療法人の理事長医師又は歯科医師の例外の認可
医療法

146条の3第 1項ただし書
●68条の 2■ 1瑾

O 椰道府県知事
L方厚生局長

0 0 認 可 0 ｏ
師
↓

E菫局 ■●諄 E薇法人の特別代理人の選任

“

46条4■6項
に68条の2第 1項

O 謳道府県知事
二生労働大臣(医政局長t医政局指導課長 )

O 0 選 任 O “

ｏ

帥

一

E●局 指導凛 E憲法人の管理者理事の例外の認可 席47条第1項ただし書

「
68条の2第 1項

O 吊道府県知事

也方厚生局長
O 0 露 可 0 ｏ帥つ

匡政月 指導鳳 医療法人の定歓又は寄附行為の変更の認司 第50条第1項

第68条の2第 1項
0 F道府県知事

「 生労働大臣(医政局指導課長 )

0 O 躍 可 0 ｏ
帥
わ

饉n3 103●
=僚

法人の事務所所在地又は公告の方法変更の届出
「

60条第3項
E68条の2菫 1項

○
椰道府県知事

地方厚生局長
0 O 燿 出 0

0
(昭 rn45
年)

饉政局 槽●
「

E療法人の解散の認可 第55条第6項 O 耶道府県知事

軍生労働大臣(医政局長)
0 0 認司 0

0
(昭 和25

E政局 綺●ロ 医療法人の解散の届出

E薇法

麻55条第8項
●68条の2■ 1項

0 耶道府県知事
軍生労働大臣

0 0 届 出 O ｏ
師
う

“

綸尋諄 脅算中に就職した清算人による届出
E薇

=●66条の6
席68条の2第 1項

0 椰道府県知事
里生労働大臣 (医 政局長 )

0 0 届 出 0 ｏ
帥
菊

20 En● ll●●

'算
縮 7の届出

E療法

"56条
の11 O 椰道府県知事

嘔生労働大臣(医改局長)
0 O 目 出 O ｏ

帥
い

E政島 指導凛 E晨法人の合併の認可

E療法

157条第4項
臓68条の2■ 1項

O 椰道府県知事
撃生労働大臣(厚生労働事務次官)

0 0 認 可 O
0

(昭 和25

年 )

24 E政局 ●轟臓 冑mlE告
医療法施行命

「
4条の3 0 二生労働大臣 O 饉 告 O

OO
(昭 和20

年)

33
=政

月 ●●a ,水設備又は排気設備が一定能力を有することの承認
E療漱施行規則

「
●0彙の11第2項 0 E生労働大臣 0 承 認 0 “ｏ

帥
わ

34 饉政局 E事暉 E師免許
E師法

12条 O 軍生労働大臣(医政局長 ) 0 免許 0 ｏ聴鋤
に政局 E事諄 医師の氏名等の届出

E師法
に6条第3項 O 軍生労働大臣 0 届 出 0 ０”り

医政お E事諄
=師

国家試験及び医師国家試験予備試験 職
蝶

O
=生

労働大臣 0 饉 0 ｏ融掛
医政局 目●諄 小日の医学校等を卒業した者等の受験資格の認定

E昴法

「
1■ 条第3■ O

=生
労働大臣(医 政局長 ) 0 撻定 0 ｏ睡い
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医政局 E事鰈 医籍の訂正
E"法施行令
富5条第1項 0 軍生労働大臣(医政局医事課長 ) O 訂 正 0

0
(昭 和28

年)

42 E政局 医事録 E師の死亡、失う 宣告による医籍登録の抹消
E"法施行令
16条■2項 0 撃生労働大臣(医政局長) O 抹消 0 ｏ睡い

43 E政局 饉事課 医師免許証の書換交付
L“法籠行令

“

8条第1項 0
「

生労働大臣(医政局長 ) 0 薇 0
0

(昭 和23

医政局 歯科保●凛 歯科医師の免許
自科匡

“

法

「
2彙 〇

「
生労働大臣 0 免 許 0 ｏ腔掛

饉政局 歯科●●

「

歯科医師の届出
自科饉

“

鷹

麻6条第3項 0
「

生労働大臣 O 届 出 O ｏ腋「
E政局 歯科保●鳳 歯科医師国憲試験及び歯科医師国家試験予備試験

歯科E鰤法

「
9条 ○ E生労働大臣 0 試験 O

0
(昭 和23

医崚鳥 歯格保●凛 本国の歯科医学校を卒業した者等の受験費格の認定
熙 饉

“

議

「
11条第3号 ○

「
生労慟大臣 0 諷定 0 ｏ雛・

54 饉政お 歯科■●鰈 歯科医籍の訂正
●科E"法 菫行令

E5条第1項
〇

「
生労働大臣 0 訂正 0

0
(昭和28

年)

匡取局 ●科保●諄 厖亡等による歯科医籍登録の抹消
1科医師法

=行
令

は6条第2項 O 撃生労働大臣 0 妹消 0
0

(昭 和28
年)

56
=欧

局 歯

“

保●諄 歯科医師免許証の書換交付
日科

=師
法施行令

“

3条常,項 ○ 撃生労働大臣 0 鑢 0 ｏ腔０
饉政局 04保●凛 鮨科衛生士の免許

0科衛生士法

「 ●条
0

「
生労働大臣 O 免 許 0 ｏ聴わ

歯科保●澤 歯科衛生士の試験
日科衛 生 士 議

「 10条 O 軍生労■大臣 0 饉 O ｏ腔掛
医政局 ●科保●コ 趙科衛生士養成所の指定

廊科衛生士法

席12条第 2■ O じ方厚生局長 O 槽 定 0 ｏ腔鋤
饉政局 歯事保●風 卜国の歯科衛生士学校等を卒業した者等の受験資格の認定

歯科輌生士法

第12彙第3号 0
「

生労働大臣 0 認定 O ｏ蹄↓
医餃局 歯科保●課 歯科衛生士名簿の訂正

ξ科衛生士法施行規則

`3条
第1項 O

「
生労働大臣 0 37正 0 一πｏ

犠
鋤

饉政局 ●格保●凛 歯科衛生士の死亡等に伴なう登録の抹消
饉科衝生士法施行規則
E4条第2項 O 「 生労働大臣 0 株消 0 一丼ｏ

職
い

饉政島 歯科保健諄 歯科衛生士免許証の書換え交付
雪科衛生士法施行規則

“

5条第1項 O I生労働大臣 O ● 換 0 一πＯ
職
一

暦政局 ●科保●澤 歯科技工士の免許
饉科技工士法

「 3条
〇 「 生労働大臣 0 免 許 0

0
(昭和30

E政局 ●科保健朦 出科技工士の風験
歯科技工士法

第12条 O E生労働大臣(都道府県知事 ) O 0 麟 0 ｏいい
E政局 會科保●諄 由科技工士養威所の指定

歯科技工士法
第14条第2■ ○ 也方厚生局長 O lB定 O ｏいい
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73 饉政局 ●

“

m● ■日の歯科技工士学校等を卒業した者等の受験資格の認定
ξ科技工士法
じ14条第4号 0 二生労働大臣 O 認定 O ｏ印つ

饉政月 ●科保●鰈 日科技工士名簿の訂正
歯科技工士法施行令
嗜3条第1項 O 口生労働大臣 0 打正 O ◎囃一

匡政局 ●4●●諄 自科技工士の死亡、失踪宣告に伴なう名簿登録の消除
ξ科技工士法施行令
E4彙第2項 〇 E生 労働大臣 0 消 餘 0

0
(昭 和00

年 )

饉政島 歯科保健凛 歯科技工士免許証の書換交付
蠍科技工士法施行令

"5条
第1項 O 「 生労働大臣 O 書換 0

0
(昭 和30

E取月 ●暮保●■ 由科技工士養成所の学則等変更の承認
0科技工士法施行令

「 11条第1項 O 也方厚生局長 O 承 認 0 ｏ帥↓
饉政局 ●4m● 由科技工士養成所設置者の氏名等変更の届出

饉科技工士法鮨行令

「
11彙第2項 O し方厚生局長 0 届 出 O ｏ脚う

巨政局 歯科保●諄 む科技工士養成所の定期報告
[科技工士法施行令

「
12条 O し方厚生局長 0 薇 告 0 ｏ印わ

E政局 ●科保仁課
=定

養成所の指定の取消し
彗科技工士注施行令

「
16条 0 じ方厚生局長 0 取 消 0 ｏ脚い

饉政局 E事諄 [遺整復師の免許
:遭 螢薇師法

'3条

0 「 生労働大臣(医政局長 ) 0 免 許 0 ｏ印↓
82 二政局

=事
課 瞑道整復師の試験

L遭螢復

“

法
に10彙 O 「生労働大臣 0 饉 0

0
(昭和45

年)

83 騒襲 E事諄 柔道整復師養成施設の指定
柔遺整復師法

第12条 ○ 地方厚生局長 0 指 定 0
0

(昭和45
年)

嘔●澤 視籠」1練士の免許
視能割練士法
第3条 O 撃生労働大臣(医政局長 ) O 免 許 O ０脚掛

E政島 E事凛 魔能11練士の試験
視籠訓線士漱

第11条 O 撃生労働大臣 0 饉 0 ｏ帥鋤
E政局 E事ロ 児能91練士養成所の指定

視能調韓士法
第14条第1号、第2号 ○ 也方厚生局長 0 指 定 0

0
(昭 和46

年 )

巨政局 E事ロ ■日の養威所等を卒集した者等の受験資格の認定
視籠訓練士法
車14条第3号 O

=生
労働大臣(医政局長 ) O 誠 0 ｏ廠鋤

E政属 E●■ 児能 31練士名簿の訂正
曳能口1練士法施行令
●3条第1項 O 撃生労働大臣(医政局医事課長) 0 8rェ 0

0
(昭和46

年)

饉政局 饉事凛 覺能11練士の死亡、失踪宣告に伴わ 名簿の登録の消除
兒籠コ1練士法施行令
14条

=2項
O

「
生労働大臣(医政局長 ) O 消除 0

0
(昭 和46

年)

塵改局 医事摯 兒能31練士免許証の書換え交付
彙能調饉士法鮨行令
●5条■1項

○
「

生労働大臣(医政局長 ) 0 書 換 0 ０帥鋤
99 饉取局 E事諄 見能田練士養威所の学則等変更の承認

彙t31練 士法施行令
112彙第 1項 O 也方厚生局長 O 承認 0 ・帥鋤

1∞ 匡政島 E●諄 ■能31練士養成所の設置者の氏名等変更の届出
見籠詢徹士法施行令

「
12条第2項 O 也方厚生局長 O 届 出 0

0
(昭 和46
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騒政局 E●凛 見能31練士養成所の学年別学生数等の報告
,籠口韓士議施行令

“

13条 O 地方厚生局長 0 颯告 0 ｏｍわ
:02 E政島 E●澤 書定養成所の指定の取消し

兒籠Hm士法施行令

“

16条 0 地方厚生局長 0 取清 O ｏ帥鋼
103 E政月 饉●鰈 ,療放射線技師の免許 ,薇放射線技

“

餞

「 3条
0 撃生労働大臣(医政局長 ) 0 免許 0

0
(IB和 26

年)

104 饉政局 E3鰈 ∂僚放射線技師の試験
隠 放射線技膵法

「 10彙 0 撃生労働大臣 0 饉 0 ｏ雛翁
E政局 饉●● ,農放射線技師養威所の指定

|●放射線技暉議

「20彙第1■
O 0方厚生局長 0 指 定 0

0
(昭和26

E政局 E●, 中国の養成所等を卒案した者等の受験資格の認定
踵 放射籠技

“

法

「
20彙■2■ 0 [生労■大臣 (医政局長 ) O 露 定 0 ｏ融つ

医政島 E事凛 り療放射線技師籍の訂正
鯨 放射籠技師法施行令
●1条の3第 1項 0

「
生労働大臣(医政局医事課長 ) 0 8rェ 0 ｏ雛つ

100 E政島 目事朦
り療放射線技師の死亡、失踪宣告に伴なう静豪放射緯技師範の登飼
つ消除 '燎

放射線技

“

法施行令
薔2条第2項 0

「
生労働大臣(医政局長) 0 消餘 0 ０腔つ

E改局

「

事諄 り療放射線技師免許証の書換え交付
踵 放射鑢技

“

法籠行令
●3条第1項 0

「
生労働大臣(医政局長 ) 0 ● n O ０”つ

医政島 区事朦 ゆ薇放射線技師養成所の学則等変更の承認
銀 放射組技

“

法施行令

`0条
第1項 ○ じ方厚生局長 O 承 認 0 ｏ腔い

医政局 E事晨 録 放射線技師養成所の設置者の氏名等変更の届出
減 放射線技傷法施行令

「
0条第2項 0 出方厚生局長 0 届 出 0

0
(昭 和28

匡政月 E事鰈 り療放射線技師養成所の定期報告
`燎

放射線技鰤法籠行令

110彙
O L方厚生局長 0 報 告 O ０曜効

饉政島 饉事鰈 首定養成所の指定の取消し
,療放射線技膵法籠行嗜

“

13魚第1項
O L方厚生局長 0 取清 0 ｏ誡い

医政島 ■雄凛 呆健師の免許
議 師助壼

“

着霞

"議

“

7条第1項 ○ 「 生労働大臣 O 免許 0
0

(昭和26

巨政局 ■臓鰈 力産師の免許
黒●

“

助産飾看腫師法
麻7条第2項 〇 「生労働大臣 0 免 許 0 一雛い

医改島 ■饉諄 看饉師の免許
保僣

“

助産師看饉

“

法

第7彙第3項 O 「生労働大臣 0 免許 0 ｏ取鋤
躍政月 ■腱摯

(1)保健師 (2)助 産師 (3)看 饉師ρ 国家試験

(4)准看護師試験

保籠師助産師看撻師法
第18条

○
撃生労働大臣((1)～ (3))

椰道府県知事 ((4))
O O 饉 0 ｏ雛わ

E政局 ■餞澤 保健師養成所の指定
保偉師助産飾看議師法

第19条第2号
○ 也方厚生局長 0 指定 O ｏ昨わ

120 En局 ●●課 ■日の保健師学校等を卒業した者等の受験資格の認定 題 師助産師看霞師法
鷹19彙第3号 O [生労働大臣 O 鯉定 0 ｏ睡鋤

巨政局 看菫躍 助産師養成所の指定
果仁師助産●■霞鰤法

120条第2号 O 也方厚生局長 0 指定 0 ｏ取り
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122 E政局 ●餞諄 中国の助産師学校等を卒業した者等の受験資格の認定
黒僣師助産膵看讀師法
120条第3号 0 軍生労働大臣 O 陽 定 0 ０徹「

123 E政島 ■餞粽 [猥師養成所の指定
R仁師助産

“

看E師法

「
21条第2号 O 也方厚生局長 0 指 定 0 つ晦ｏ

:24 E政局 ■餞課 1日の看護師学校等を卒業した者等の受験資格の認定
象健師助産師看IE師 法
121条第4号 0 撃生労働大臣 0 認 定 O ｏ蹄０

:25 ●饉諄 屎健師、助産師、看腱師の籍のET正
R仁師助壼

“

●饉

“

法鮨行玲

「 ●条第1項 O 軍生労働大臣 0 訂IE O ∝腋わ
饉政局 看■凛

朧 師、助産師、看護師、准看饉師の死亡、失踪宣告に伴う登録の

床消
R腱師助産障看IE師法朧行令

「5条第1項 ○
撃生労働大臣(保健師、助産師、看護師)

椰道府県知事 (准看護婦)

O O 株消 0 ｏ雛↓
医崚島 ■日凛 果健師、助産師、■整師の免許証の書換交付

保健師助産師看額師法施行令
第6条第1項 O 撃生労働大臣 0 鑢 O

0
くヽ昭和28

年)

En3 看目課 呆健師 、助産師、看護師養威所の学則等の変更の承認
暴健師助菫

"看
讀暉法施行令

席13祭第 1項 0 也方厚生局長 0 承 認 0 ｏ融幼
129 医政局 ●●● 呆健師、助産師、■護師養成所設置者の氏名等奎事の届出

果健師助産師暑EE節法施行令
鷹13条第2項 ′ ○ 也方厚生局長 0 届 出 0

0
(昭 和28

E政局 ■饉暉 題 師、助産師、看護師養成所設置者の定期報告
果仁師助産師看饉師法施行令
814条 0 也方厚生局長 0 報 告 0 ｏ雛鋤

E政局 ●
=諄 =定

養成所の指定の取消し
呆健師助産師看霞師法施行令
●17条          ｀ O 也方厚生局長 O 取川 0

0
(昭 和28

目事諄 里学晨法士又は作集憲法士の免許
日学療法士及び作業療法士法

13条
0

「
生労働 大臣 (医 政局長 ) 0 免 許 O

0
(昭 和40

年)

饉政局 E事
=

墜学療法士及び作業療法士の国家試験
里学療法士及び作彙療法士法

"10条

O
「

生労働大臣 0 鍾 O ｏ帥↓
E菫局 E●諄 理学憲法士養威施設の指定

里学療法士及び作業療法士螢

“

11条第1■、第2号 O 也方厚生局長 0 lL定 0 ｏ帥う
E政局 E事諄 昨国の養威施設等を卒業した者等の受験資格の認定

里学療法士及び作業療法士法

「 ¬ 条第3号 O [生労働大臣 (医 政局長 ) 0 捜定 0 ｏ帥わ
131 医政局 E●諄 昨集薇法士養威施設の指定

理学療法士及び作業療議士差
第12条第1号、第2号 0 し方厚生局長 O 指定 0

0
(昭 和40

饉政局 E●■ 本国の養威施設等を卒業した者等の受験資格の認定
壁学療法士及び作業療法士法
申12条第3号 ○ 二生労働大臣(医政局長 ) 0 認定 0

0
(昭 和40

饉政島 ●●諄 里学憲法士、作業農法士の名簿の訂正
量宇療法士及び作業療法世法施行令
席3粂第1項 ○ 撃生労働大臣 (医 政局医事課長 ) O 訂 正 0

0
(昭 和40

Eal島 E事澤 里学療法士等の死亡、失踪
=告

に伴わ 名簿登録の消除
撃学療法士及び作業療法士法施行令

「
4条第2項 ○ 撃生労働 大臣(医政局長 ) 0 消 除 0

0
(昭 和40

年)

,40 E政局 E●諄 塁学療法士、作業療法士の免許証の書換え交付
里学療差士及び作集療法士法施行令
麻6条第1項

O 軍生労働大臣(医政局長 ) O 書換 O ｏいわ
E欧島 E事録 里学療法士又は作業療法士の養成饉設の学則等変更の承認

E学療法士及び作彙薇法士法ntr令
111条第 1項

O 也方厚生局長 0 承 認 O ｏ印菊
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E政島 巨事諄 墜学療法士又は作集療法士姜威施設の設置者の住所等変更の届出
里学燎法士及び作業線法士法施行令
購11条第2項 O L方厚生局長 0 届 出 0

0
(昭和40

年)

143 饉n3 饉事鰈 里宇晨法士又は作彙壼法士養成施設の定期報告
菫学憲法士及び作彙薇法士法菫行令
席12条

O L方厚生局長 0 報告 0
0

(昭和40
年)

E政島 匡事諄 着定養成所の指定の取消し
E学療法士及び作彙薇法士法鮨行令

「
15条 O じ方厚生局長 0 取 消 0

0
(昭和40

年 )

巨餞■ E事諄 喜床検査技師の免許
B床検査技

“

等に目する法●
13彙第1項

○ 「生労働大臣(医政局長) 0 免許 0
0

(昭和03
年 )

饉政局 饉事録 ●生検査技師の免許
E床検査技師零に露する法律
13条第2項 O 「 生労働大臣(医政局長 ) 0 免許 O (昭和33

、    年 )

E政月 饉事ロ 颯床検査技師の国家試験
B床検査技

"等
に目する法韓

[12条 O 「生労働大臣 0 饉 0
0

(昭 rO● 3
年)

:48 E政島 ●●コ 臨床検査技師姜成所の指定
E床検査技

“

等に鶴する
=韓H15条第1号 ○ 也方厚生局長 0 指定 O ｏ帥鋤

E崚局 ほ
`鰈

卜国の養威所等を卒集した者等の受験資格の認定
出床検査技

“

年に

“

する法律

「
,5条第3号 O

「
生労働大臣(医政局長 ) O 露定 0 ｏ印鋤

150 En3 暦霧

=床
検査技師名簿の

“

正
B床検壼技

“

●に関する法律鮨行令
鷹3条第1項

0 I生労働大臣(医政局医事課長 ) O 8F正 0 ｏ帥一
E餞島 E事諄 E床検査技師の死亡、失踪宣告に伴なう豊僚の消除 自床検壺技鰤等に口する議●■行令

専4彙第2項
O 嘔生労働 大臣(医政局長 ) 0 ,1餘 0 ｏ印筆

:52 置取局 E事澤 電許証の書換交付
`床

検査技

“

等に田する法律籠行令
●5彙第1項

○
「

生労働大臣(医政局長) 0 書換 0 Ｏ帥↓
153 E政局 颯事録 窮床検査技師養威所の学則等壼更の承認

嘔床検査技

“

等に関する議偉籠行令

r,2彙第1項
O 也方厚生局長 O 承認 0

ｏ
印
曇

154 E政島 饉事澤 e床検査技師養成所の設置者の氏名等の変更の届出 B床検査技
"等

に出するtet17令
じ12条第2項 0 じ方厚生局長 0 届 出 O

0
(昭和33

年)

E政島 饉事録 E床検査技師養成所の定期の報告
嗜床検査技師等に関する法律鮨行玲

「
13条 ○ 地方厚生局長 O 報告 0

0
(昭 和33

156 口改局 巨事鰈 言定養威所の指定の取消し
B床検査技

“

年に関する法律施行令

「
16条 〇 地方厚生局長 0 取 月 0 ｏ帥掛

匡崚局 E事

“

自床修練指定病院の指定
=第

17条等の特例等に関する法律 O 軍生労働大臣(医政局長 ) O 指定 0 ｏ師い
匡政● E事諄 E床修線の許可

|口医師等が行う鱚床修線に係る医師

第ヽ17条等の特倒等に関する法韓

饉●条第 1項
0 軍生労働大臣(医政局長 ) O 許 可 0 ０跡場

匡政島 E事凛
臨床修練指導者

トロ医師等が行う臨床修機に係る医師
薇第17条等の特例等にEEする法律
に8条

O 軍生労働大臣(医政局長 ) O 認定 0 ｏ師わ
E政局 巨●鰈 E床修練の実施状況の報告

=第
17条等の特例等に出する法律施

・r規則
O

=生
労働大臣 0 報告 0

0
(昭和62

年)

E政局 E●課 E床修練計画書の記載事項の変更の届出

ホロ医師等が行う目床修線に係るE暉
去第17条■の特例年に関する法律施
テ規則

0
「

生労働大臣 0 届 出 0 ｏ師曇
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E政局 騒事課 昨可証の書換え交付 法第17条等の特例等にEDする法律施
行規則

O 撃生労働大臣(医政局長 ) 0 書換 0 ｏ肺づ
163 E政島 E●, 詈導医認定証の書換え交付 去第1'条等の特例等に関する法律施

崩規ll
0 撃生労働大臣(医政局長 ) 0 書換 0

0
(昭和62

年)

164 饉●● 医事諄 bん庫マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許
あん鷹マツサージ指圧

“

、はり師、きゆ
う師等に出する法律
臨1条

0 撃生労働大 臣(医政局長 ) 0 免許 0
0

(昭和23

165 E政局 E事課 らん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の試験
あん暉マツサージ指圧師、はり暉、

=ゆう節年に関する法律
第2条第1項

O 撃生労働大臣 0 風 腱 O ｏ腔わ
EttB 日事日 bん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師姜成施設の認定

bん庫マツサージ指圧師、はり師、きゆ
,“年に関する法律
E2条第1項

O 也方厚生局長 O 認 定 0 ｏ
雛わ

E崚月 E●●
=定

書成施設の教育課程等の交更の承認
bん摩マツサージ指圧

“

、はり師.きゆ
,師年に口する法律
12条第3項

0 地方厚生局長 O 承露 0 ｏ鍬鋤
目政局 E●澤 臓肢装具士の免許

暉餃装果士法
13条

○ 軍生労働大臣(医政局長 ) 0 免 許 0
0

(昭 和63

饉政島 E事凛 E肢装具士の試験
1肢装具士法

“

11条 O 撃生労働大臣 O 試験 0 ｏ師０
=政

局 E事諄 E肢装具士養威所の指定
自肢装臭士法

“

14条第1■から第3■まで O 地方厚生局長 O 指 定 0 ｏいわ
198 E政局 E●凛 本国の養成所卒業者等の受験資格の認定

E肢装具士法
B14条第4号 O 撃生労働大臣(医政局長 ) O 認 定 0

0
(昭和03

年 )

E政島 露事澤 E肢装具士名簿の爾正
●肢装具士法施行規則
第3条第1項 0 撃生労働大臣(医政局医事課長) 0 訂 正 O

0
(昭和63

200 E崚局 E事澤 L肢装具士の死亡、失踪童告に伴う名簿の登録の消除
饉肢羞真士法施行親劇
第4条第2項 ○

「
生労働大臣(医政局長 ) 0 ,関除 0

0
(昭 和63

E政島 躍事諄 餞肢装臭士免許証の書換え交付
L肢装具士法施行規則
F6条第1項 O 撃生労働大臣(医政局長 ) O 書損 O

0
(昭和60

202 ほ政局 饉●ロ L肢装臭士姜威所の学則等変更の承認 皮装具士法>
●3条■1項

O 也方厚生局長 0 承露 0 ｏ脚↓
200 、E政月 E事諄 E肢装具士養成所の住所等壼更の届出

E腋曇具士学校姜威所指定燎鮨く
=支装具士法>

8●条第3項
0 也方厚生局長 0 届 出 0

●
(昭 和60

204 E政局 区事録 L肢装具士養威所の定期報告
「

腋類具
=宇

顎 委晟所摘足M■ lく
=支装員士法 >

に6条
0 L方厚生局長 0 報 告 O

0
(昭和6●

年 )

205 騒政島 E事諄 薔定書成所の指定の取消し
E肢装具士学校養成所指定規則く●
支装具士法> 0 じ方厚生局長 O 取 消 O

0
(昭和6●

年)

230 E政日 研究開発●■課 は工業技術研究組合の設立認可
絋工業技術研究組合法

第8条第1項 O
崚 研究の成果が直接利用される事業を所管する
臣ヽ(厚生労働大臣(厚 生労働事務次官))

0 認 可 0
Ｏ

Ｓ３６

231 目政局 研究開発薇興諷 セ軟変更認可 E工摯技術研究組合法
E10条第1項

○
饉 研究の成果が直接利用される事業を所管する
た臣(厚生労働大臣 (厚生労働事務次官))

0 認可 0
Ｏ

Ｓ３６

232 饉政島 研究鵬彙●●E 見的の設定、変更、廃上の届出
臨工集技術研究組合法
●11条第2項 ○

踵 研究の成果が直接利用される事業を所管する
た臣(厚生労働大臣)

O 届 出 O
Ｏ

Ｓ３６
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233 E政局 研究

“

発●●● 事業ll画及び収支予算書の届出
亡工業技術研究組合法

「
12条第1項 O 遺 研究の成果が直接利用される事集を所管する

臣ヽ(厚生労働大臣)
0 届 出 0 ０

螂
234 医政局 研究腑彙薇員諄

「
栞計画及び収支予算書の変更の届出

L工業技術研究組合法
E12条第2項 O 遺 研究の成果が直接利用される事業を所管する

臣ヽ (厚 生労働大臣)
0 属 出 0 0

(S36)

240 露政島 饉事諄 厖体解剖資格の認定
死体解

“

保存法
第2条第1項第1号

0 E生労働大臣 (医政局長 ) O 認 定 0 ｏ雛０
243 E政島 饉贅繹

`集

組合の事業転換の認可
中小企業団体の組織に欄する法律
●5条のフ第2項 0

主務大臣(厚生労働大臣(厚生労働事務次官))

靡道府県知事 (― の都道府県の区城内にある協葉
ll合 に関するもの )

O 0 鯉可 0 ０
印

252 饉政島 経贅凛 笥工組合の特別の地区の承認
1小企業団体の組織に関する法律

「
9条ただし● 0 主務大臣 (厚 生労働大臣 ) 0 承 露 0 ０

鋼

263 F政局 経済諄

`彙
組合への組織変更の認可

1小企彙団体の組織に日する法律
●95条第4項 0

主務大臣(厚生労働大臣(厚生労働事務次官))

い道府県知事 (都道府県の区城を超えない商工組台
Rは商工II合連合会に目するもの)

0 0
=可

O Ｏ
ｍ

E政島 経済諄

`集

組合のIEn変 更の届出
口小企業団体の組織に田する法

"196条37項 O 〒政庁(厚生労働大臣) 0 層 出 0 Ｏ
ｍ

266 E政局 経済ロ

「
集協同組合への相繊変更の認可

p小企彙団体の組織に目する法律

“

96条第5項
0 i政庁 (厚生労働大臣 (厚 生労働事務次官)) O 認可 0 Ｏ

Ｗ

266 E政局 経書澤

「
業協同組合へのIE織交更の届出

1小企象団体のIB● に口する法律

「 96条■8項 O L務大臣(厚生労働大臣 ) 0 届 出 O Ｏ
ｍ

E政局 経済鰈

“

工組合への組織変更の認可 P小企業団体の組織に関する法律

“

97条第2項 (■ 96条第5項準用)
0

L務本臣 (厚 生労働大臣 (厚生労働専務次官))

椰道府県知事 (都道府県の区雄を超えない商工組

`には商工18合連合会に関するもの)

0 0 麗可 0 ０
曲

医政局 経済課 ■工組合への組織変更の届出
●小企彙団体のra織 に口する法律
席97条第2項 (第 96条第3項準用)

0 L務大臣 (厚生労働大臣 ) O 届 出 O Ｏ
ｍ

286 E政鳥 饉書鰈 彙員の変更の届出
●小企業等協同18合法

購35条の2 O テ政庁 (厚生労働大臣 ) 0 届 出 0 Ｏ
ｍ

E政局 経書凛 事業協同組合等の解散の届出
,小企業等協同組合法

「
62条第2項 0 テ政庁 (厚 生労働大臣 ) O 層 出 0 ・

ω
（

3∞ E政島 E事ロ 富床工学校士の免許
`床

工学技士法

「
3彙 0 「 生労働大臣(医政局長 ) 0 免

"
0

0
(昭 和03

301 E政局 E●露 磨床工学技士の試験
出床工学校士法

111条
0 撃生労働大臣 O 饉 0

0
(昭 和63

年 )

302 医政局 饉事鰈 自床工学技士養成所の指定
自床工学技士法
F14条第1号から第3号まで

0 也方厚生局長 0 指定 O
0

(昭和6●

303 E政局 E事諄 ■日の養成所卒業者等の受験資格の認定
E床工学校士漱
疇14条第6号 ○ 撃生労働大臣(医改局長) 0 鯉定 0

0
(昭 和6●

年)

餌 E政局 目事凛 颯床工学技士名簿の師正
口床工学技士法施行娘月

第3条第1項 0
「

生労働大臣(医政局医事課長) O 訂正 O
0

(昭 和63
年)

305 目政月 E●鰈 ら床工学校士の死亡、失踪宣告に伴う名簿の量僚の消除 自床工学校士法施行規用
●4彙第2項 O 嘔生労働大臣(医政局長 ) 0 渭 除 0

0
(昭和6●

年)
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306 E政局 饉事凛 嘔床工学技士免許証の書換え交付
E床工学技士法施行規翻

「
6条第1項 0

=生
労働 大臣(医政局長 ) 0 書換 0 ｏ跡幼

307 E政局 饉事課 じ床工学校士養成所の学則等変更の承認 =床
工学校士学校養成所指定規llく

=床
工学技士法>

「 3条第1項
O 也方厚生局長 O 承認 O ｏ師「

308 匡政局 饉事諄 E床工学技士養威所の住所等変更の届出 :痰重章曇圭重警
姜成所指定規則く

「3条第3項
O L方厚生局長 0 日 出 0 ｏいつ

300 饉政局 饉ネ
=

臨床工学技士養成所の定期報告

出床工学技士学校養成所指定規劇く

日床工学技士法> O 也方厚生局長 O 薇告 0 ｏ師０
3:0 瑯 E●凛 唱定養威所の指定の取消し

臨床工学技士学校養威所指定規則く
日床工学技士法>
鷹8条

O 也方厚生局長 0 取消 O つ廠「
健康島

鯰お凛生活Bn●対ロ

=
腱養士及び管理業養士養成施設の生徒の定員等の童更の承認

薇養士法施行命

薔12条第 1項 0
「

生労働 大臣(地方厚生局長 ) 0 承認 0 0(昭和2
2)

腱康局 生活衛生課 自正化規程の認可

E活衛生関係営業の運営の洒正化及
メ撮員に31する法律
●9彙第1項前段

○
撃生労働大臣(健康局長)(食 肉、食鳥肉の組合 )

椰道府県知事 (上 記以外の組合 )

0 0 躍可 O
↓
鵬
い

381 ●豪島 生活

"=課
礎正化規程変更の認可

L活衛生関係営業の運営の■正化及

メ饉興に関する法律

「
9彙第 1項後段

○ 「
生労働大臣(健康局長)(食肉、食鳥肉あ組合)

椰道府県知事 (上 記以外の組合)

0 0 聰 可 0 年 )

382 健 康局 生活缶生操 適正化規程廃上の届出 O 軍生労働大臣(食肉、食鳥肉の組合)

靡道府県知事 (上 記以外の組合 )

0 0 届 出 O摩 興に||す

“

12壺 年)

383 健康局 生活衛生澤 共済に係る規定の認可 0 軍生労働大臣 0 認 可 0
年 )

【厳 興に関する法律
E14条 の2第 1項

304 健康局 生活衛生課 lt済 に係る規程の変更、廃上の認可
生活衝生関係営業の菫営の適正化及
び振興に00する法律 0 軍生労働大臣 0 認 可 0 )(昭和3

年 )

385 健康局 生活薔生課
去第8条第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと鶴

嗜する組合協約の認可

生活鮨生関係営業の還なの菫正化ユ

O
撃生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合 )

椰道府県知事 (上記以外の組合)

0 0 認可 O
年)

び薇興にBIする法律
第14条の10第 1項前段

仁AB 生活衛生課
7`鐘 ,■に篠ふ

=輩
につ

'ア
ウトサイ″

び操員に||する法律
第14条の10■ 1項後段

0
撃生労働大臣(事務次官)(食肉、食鳥肉の組合)

椰道府県知事 (上記以外の組合)

O O 毘可 0
嗜する組合協約変更の認可 年 )

●●局 生活籠生課
去第8彙第1項第1号及び第2号に係る事業につきアウトサイダーと網
応する組合協約廃止の届出           .

E活衛生関係営業の運営の適正化及
メ薇員に関する議律

「
14条の10第3項 (第 12条準用)

O
撃生労働大臣(健康局長)(食 肉、食鳥肉の組合 )

椰道府県知事 (上 記以外の組合 )
0 0 届 出 0 帥

旬

388

“

生活籠生ロ 自正化基準の巴可

L活衛生関係営葉の運営の■正化及

'薇

員に関する法律

「
65条前段

O [生労働大臣(事務次官 ) 0 認 可 O 0(昭 和●

年 )

健康島 生活●生諄 壼正化基準変更の認可
た活衛生関係営業の運営の適正化及
メ振興に関する法律

「
55条後段

0 嘱生労働大臣(事務次官 ) O 認可 O D(昭和0
年)

300 鎌 局 生活衛生課 ■正化薔準廃上の届出
L活衛生関係営彙の道営の壼正化及
メ振興に関する法律
166条 (第 12条準用)

O 量生労働大臣 0 届 出 0 D(昭 和3
年)

●康局 生活衛生諄 k済又は再共済に係る規程の認司

L活術生関係営集の運営の適正化及
メ振興に||する法律

「56条 (第 14条の2第 1項準用)

O 軍生労働大臣(健康局長 ) O 躍 可 O D(昭和●

年 )
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392 健康島 生活薔生録 k済又は再共済に係る規程の変更の認可 =活
衝生口係雷彙の

=営
の薔正化及

糠 員に関する法律 O 撃生労働大臣(健康局長) O 理可 0 帥
鋤

303 ●豪局 生活薔生諄
営員たる組合の行う法第8条第 1項第 1■及び第 2号に優る事婁 :

厳 興に関する法律
15● 条(■ 14条の10■ 1項前段準

0 r生労働大臣(事務次官) 0 認可 0壼アウトサイダーと締結する組合協約の認可 年 )

3“

“

庫局 生活衛生課
2員 たる組合の行う法第8条第 1項第 1号及び第 2■に係る

=彙
につ rI興に関する法律

“

56条 (第 14条の10■ 1■俊践準
0

「
生労慟大臣(事務次官) 0 澤可 0壼アウけ イダーと静結する組合協約変更の認可 年 )

健康局 生活街生コ
え員たる組合の行う法第3条第1項第1号及び第2号に係る事業につ
Fアウトサイダーと締結する組合協約廃上の届出

E藩口
=口

保 富 票 の 菫富 の理 正 411及

O
「

生労働大臣 O 届 出 0
「 66条 (第 14彙の10常●項準用) つ

●燎局 生活衛生同業組合連合会設立の認可 O
「

生労働大臣∈ 務次官) 0 躍 可 0

“

66条 (第 24条第1項準用) 年 )

健康局 生活薔生操 生活衛生同業組合連合会の定飲食更の認可 =活
籠生関係営彙の■■の菫正化及

Jロロに関する法律
866条 (第 28条第3項準用)

0 「
生労働大臣(事務次官

E康 局長 0 露可 0
年 )

398 健康局 生活僣生鰈 こ状に認載する事務所所在地責更の届出 =活
籠生口饉曽集の■書の■正化及

月日興に日する法律 O
「

生労働大臣(生活衛生課長 ) O 属 出 0 D“ 7p●

年)

●彙島 生活街生凛 咀合員たる組合による総会招集の承認
E活爾生口係雷葉の通●のコエ化及

饉 興に目する法律

r5● 条 (第42条率用 )

O 「生労働大臣(生活衝生課長) 0 承認 0 帥
つ

4∞ 健康局 生活衛
=諄

共済又は共済事業を行う生活籠生同集IE合連合会の解散に保る総
会の決議の認可

L活輌生関係8黎の●●の遍正化及

饉 員に

“

する法律

|●6彙 (第 50条第2項摯用 )

0 口生労働大臣(健康局長 ) 0 認司 O D(昭和3
年)

健康島 生活衛生麒 振興計画の認定
L活衛生回係営業の

=営
の適正化及

′振興に出する法律

「 66条の3第 1項
O 也方厚生局長 0 認定 0

年 )

402

“

童お 生活衛生■ 生活衛生同業組合等の振興計画の実施状況報告
生活僣生関係営業の菫営の■正化及
メ授員に関する法律 0 也方厚生局長 O 報告 0

年 )

生活衛生課 全国生活衛生営業指導センターの指定
生活衛生口係轡拿の

=営
の適正化及

び豪興に目する法律

第57条の0第 1項
0 E生労働大臣 O 指 定 0

年 )

404 ●豪鳥 生活籠生課 営国生活衝生営業指導センターの事務所所在地変更の届出

L活衛生田係曽業の
=営

の■工化及

距 興に関する法律
B57条の11(第57条の0■4項準用|

O
「

生労働大臣 0 0
年 )

405 ●燎島 生活衝生農 主日生活衛生営業指導センターの事薬の一部委託の承認
活衛生回係営業の道曽の薔正化及

○ 「 生労働大臣 O 承認 0
年 )

406 ●康● 生活衛生線 営国生活衛生営業指導センターの事業計画及び収支予算の届出

L活薔生目係営業の菫営の■工化及
O 軍生労働大臣 0 届 出 0

年 )臓57員の 11(357条 の 5菫
"二

翻 〕

407 ●童局 生活衛生課 営国生活編生営業指導センターの事業状況等の報告

E活衛生口係言葉の
=営

の菫正化及
メ薇員に関する法律
F6フ条の11(第67条の5第2項準用)

0 軍生労働大臣 O 報告 0
年)

403 ●康局 生活●l生諷 臓準営業約款の認司 0 口生労働大臣(事務次官) 0 認可 O
年 )

′薇興に関する法律

「 Sフ条の12第 1項前段

400 健康島 生活衛生線 颯準営業約軟変更の認可 =活
衛生関係営業の道営の適正化及

メ振興に関する法律
E57条の12第 1項後段

O 撃生労働大臣(事務次官
E康局長)

0 穏 可 0 D(昭和5`

年)

●康局 生活衛生凛 瞑準営業約歌の標議の届出 =活
衛生関係富栞の運8の通正化及

メ薇輿に関する議● ○ 嘔生労働大臣 O 届出 0
年 )

●康月 生活衛生鰈 ほ準営業約欲の登録業務に係る基準の承認
L活籠生口係営業の運営の■正化及

○ 労働大臣(健康局長 ) O 承認 0
年 )●57条の13第 5項
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(施行年を
紀入)

健康局 生活衛生躁 霊準営業約歎廃上の届出

L活衛生関係営彙の運営の適正化及

○ 軍生労働大臣 0 届 出 0

“

67彙の15(第 12条準用)
年 )

●●局 生活籠生澤 EttII画 ■更の認定
L活衝生関係雪葉の通富の■正 4ヒ及

療 員に関する法律施行令

16条■ 1項
O 地方厚生局長 O 認定 0

年 )

414 腱豪局 生活鮨生諄 菫合会の決算報告 0 軍生労働大臣 O 報告 0
年 )

●薇局 生活青 生ロ 菫合会の役員変更の届出
E活爾 生 関係 害栞 の理 富 の 洒 工 化 及

O
「

生労働大臣 0 届 出 O

「 14条 (第 6条準用)
年 )

●康局 生活衛生凛 破産等による連合会解散の届出
活衛生関係営業の運営の薔正化及

0 撃生労働大臣 O 届出 O
年 )

健康島 生活衛生ロ E合会会員の異動の報告
ヒ活衛生関係書象の運営の適正化及

O
=生

労働大臣 0 報告 0
年 )

用 に関する示椰籠ITH用
饉14条 OHl韓 用 )

健康局 生活衝生■ 限準営業約款に係る営業者の登録の有効期間の届出 O
「

生労働大臣 O 届 出 0
年 )

「
26条第2項

健康島
総務諄生活■●●

"彙
=

目理師養成施設の指定
籠 師法
●3条第1項第1■

O E生労働大臣〈地方厚生局長) 0 指 定 0 0(昭和3
0)

420 健康局

“

書凛生活ヨ●●

"彙室 口理技術の審査
1理師法

「
8条の3第 1項 O E生労働大臣健 康局長 ) O 書壼 0 0(昭和5

6)

424 健康月
総薔鰈生Im● 対贅

= =定
養威施設の入所に関する認定

鯉 師法施行規劇
け用第3項第7号 O

「
生労働大臣(地方厚生局長) 0 認 定 O

O(昭404
8)

●庫局 社 活饉生諄 菫築物燎境衛生管理技術者免状の交付 0
「

生労働大臣 0 交 付 0
年 )

たる法偉

「
7条第1項

“

燎局 生活衛 生凛 建築物清掃等葉奎録業者等の団体の指定
口栞初 における面 生 的暉 墳 の 確 保 にロ

O 「 生労働大臣 0 指 定 O
年 )腐12条の6第 1項

健康島 生活薔生澤 塵集枷清掃等集団体の業務の一部委託の承認
1栞物における爾生的環境の確保に関

「 る法律

「 12条の6第 3項
0

「
生労働大臣 O 承認 0

年 )

473 ●康島 生活青生澤 受餞資格を有する者の認定
E環物における衛生的環境の確保に鵬

「る法律施行規劇 0 「 生労働大臣 0 認定 0
年 )

●豪局 生活衛生諄 艶臓資格を有する者の認定
n豪物における暫生的環境の確保にRI

する法律施行規則
第7条第9号

○ r生労働大臣 0 認定 0 D(昭和4(

年)

口康島 生活衛生屎 抱状の書換え交付
E織物における衛生的環境の確保に関
夕る法律施行規尉
鷹11条■1項

0 撃生労働大臣 0 書換 O )(昭和4(

年 )

547 ●●島 餞a●桑er 貪疫済証のない航空機を着陸させ若しくは着水させる許可
貪疲法
麻4彙ただし書

0 貪疫所長 O 許可 O D(昭和2(
4F)

548 ●●B
"線

●彙
=諄

貪疲感染症の病原体に汚染していないことの確認
検疫法
第5条ただし書第1■

0 貪疲所長 0 確 認 0

549 ●■3 縮篠感崚菫諄 贈遍等

“

限の特例の許可
貪疫法
薔6条ただし書第3号

0
貪疫所長

呆健所長 (検疫法第 22条第3項及び第23条第4項
こ定める船舶等に限る。)

0 許 可 0
年 )
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＝
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記入)

550 健康局 綸麟感摯壼躍 01B又 は航空機の長に対する検疲済肛の交付
貪疲法
317条

O 貪疲所長 0 交付 0
年 )

552 健康島 籠練感彙童諄 [明書の交付 艤
嫌

0 貪疫所長 O 交付 0
年 )

553 ●豪局 綺歓感染菫操 腱疫を受けるため、検疫港以外に入れるための許可
貪菫議

“

21彙第1項ただし■
0 負疫所長 0 許 司 0

年 )

監視指導・麻菫対菫鰊 サしがらの輸入又は輸出の許可
bへん法

“

6条第2項 O 撃生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 許司 0 ０
繊

588 E藁食品属 監視41●・麻藁対策風 bへん廃果の許可 』叫
O

「
生労働大臣〈地方厚生局長 ) 0 許 司 O 0

昭和2●■

589 監視指導・虜肇対策澤 け哺 作者又は甲租研究栽培者のけし栽培の許可
6へん圭

「 12条第1項 O E生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 許 可 O 0
昭和29年

590 監視籠●・麻藁対策諄 乙種研究栽培者のけし栽培の許可
あへん法
第12条第2項 0

「
生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 許可 0 0

昭和20年

監視指導・麻凛対策鰈 サし栽培の変更の許司
あへん法
■10条第1項 0 口生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 許可 0 0

昭和20年

592 bへん又はけしがらの事故の届出 』晦
0 軍生労働大臣(地方厚生局長 ) O 属 出 0 0

昭和20年

E凛食畠属 監視指導・麻薬対策鰈 ナtメらの譲り渡し又は譲り螂 チの届出
bへん法
121条第1項 O ●生労■大臣(地方厚生局長 ) 0 届 出 0 0

昭和29年

594 監視指導 麻藁対贅絆 E培許可肛記載事項変更の届出
bへん法

122彙 第 1項 0 撃生労働大臣(地方厚生局長 ) O 届 出 0 0
昭和29年

505
"視

縮導・麻薬対策諄 露培許可の失効の届出
「24彙第1項

0 軍生労働大臣(地方厚生局長) 0 腐出 O 0
昭和20年

ナしの栽培又は研究廃上の届出
らへん法

“

26条第1項 ○ [生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 届 出 0
0

昭和20年

饉観指導・藤嘉対策課 杵可の失効又は取消によるあへん及びけしがらの数量等の届出
ぅへん法

「28条第1項
O

「
生労働大臣(地方厚生局長 ) O 届 出 O 0

昭和29年

598
=凛

食8月 監視槽●・麻藁対策課 キ可の失効又は取消によるけしがらの譲り渡し又は譲り受けの届出 bへん注
鷹28条第4項 (■ 21条第1項準用)

0 r生労働大臣(地方厚生局長) 0 届 出 0 0
昭和29年

599 饉凛食品層 nat導・庫薬対策諄 bへん発渡しを受けるための申請書の提出
らへん法
廓34条第2項 0

「
生労働大臣 0 提 出 0 ０

粒

6∞ らへん又はけしがらの事故の届出 bへん法

「
37条 (第 20彙準用)

○
「

生労働大臣(地方厚生局長 ) O 届 出 0 0
昭和29年

EI食 3月
=視

檜導・庫薬対策繹 椰薬製造業者が行う定期届 出
らへん法

「 40彙第1項
0 「生労働大臣 0 届出 O ●

昭和29年

602
=all●

鷹薬対策コ 免許が失効した場合等のあへん等の数量の届出
あへん法
第41条第1項 0 =生

労働大臣 (麻薬製造業者 )

椰道府県知事 (麻薬研究施設の設置者 )
0 0 届 出 O

0
昭和29年
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603
=視

精導・麻菫対燎凛 L許の失効等によるけしがらの譲り壼し又は譲り受けの届出
bへん法
麻41条第4項 (第 21条第1項準用)

○
=生

労働大臣 0 届 出 O 0
昭和29年

604 贅視槽導・薫藁対策澤 事薬製造業者等の死亡等によるあへん等の数量の届出
bへん法
薔41条第5項 (第41条第1項準用)

〇 「 生労働大臣(麻薬製造業者 )

謳道府県知事 (麻薬研究施設設置者)
0 O 届 出 0

0
昭和20年

605 監視綺●・麻薬対策諄
椰薬製造業者等の死亡等によるけしがらの譲り渡し又は譲り受けの らへん法

〇
「

生労働大臣 0 届 出 0
冒出 専41条第5項 (第 41条第4項準用) 昭和20年

EH食島属 監視指導・麻藁対燎凛 た麻の輸入又は輸出の許可
た麻取締法
E4条第1項 0 「 生労働大臣(監視指導・麻薬対策課長 ) 0 許 可 O 0

昭和28年

菫複指導・麻凛対象諄 た麻持出の許可
k麻取締法
114条ただし書

○
「

道府県知事 0 許可 0 0
昭和2● 年

095 化学わ責安全対贅菫 析規化学物質の製造又は輸入の届出
じ学物質の審査及び製造等の規制に
旧する法律

「 3条第1項
O

E生労働大臣

曼済産業大臣

R境大臣

0 許司 0
0

昭和48年

化学枷質安全対策菫 外国における新規化学物質の製造又は輸出の届出
1ヒ学物質の審査及び製造等の規常に

関する法律
第5条の2第 1項

O
撃生労働大臣

経済産業大臣

量境大臣

O 許司 0
0

昭和50年

E凛食品■ 監視籍導・A●対燎諄

覚せい剤製造業者等の指定

(1)覚せい剤製造業者

(2)覚せい剤施用機関

覚せい鶏取締法

第3条第1項 O =華
労働大臣 (党せい剤製造業者 )(医薬食品局長 )

椰道府県知事 (党せい剤施用機関 覚せい剤研究

曽)

O 0 指 定 0 0
昭和26年

705 笙槙指導・麻凛対燎諄 電せい剤製造業者の業務の廃止等の届出
軍せい剤取●法

第9条第 1項 O
「

生労働大臣 0 届 出
0

昭和26年

706 Eu槽

“

麻藁対策澤 電せい剤製造業者等の死亡等による業務廃止等の届出
慮せぃ割取綺法

「
9条第4項 O =生

労働大臣(覚せい剤製造業者 )

椰道府県知事 (覚せい剤施用機関の開設者 党せし

‖研究者 )

O 0 届 出 0
0

電せい剤製造業者の氏名等変更の届出
Lせい剤取静法

「
12条第1項 O

「
生労働大臣 0 届出 O 0

昭和26年

708 監視精諄・麻藁対燎線 [せ い剤研究者による覚せい剤製造の許可
tせい剤取締漱
116条第 1項 ○ E生 労働大臣(監視指導・麻薬対策課長 ) O 許 可 O 0

確椛 6年

監視指導・麻菫対贅繹 にせい剤の施用又は交付の許可 じせい剤取締法
再20条第5項 O 「 生労働大臣(監視指導・麻薬対策課長 ) O 許 可 0 0

昭和26年

E菫食呂Л 監視精導・麻嘉対燎諄 にせい剤保管営業所の届出
じせい剤取締法

「22条第1項
○

=生
労働大臣 0 0 0

昭和26年

「
故の届出 陀せい剤取締法

麻23条
〇

早生労働大臣(覚せい剤製造業者 )

昴道府県知事 (覚せい剤施用機関の管理者 党せι

刷研究者)

0 0 届 出 O
昭和26年

にせい剤取締法
●24条第1項

O
軍生労働大臣(覚せい剤製造業者)

椰道府県知事 (覚せい剤施用機関 覚せい剤研究
昔)

0 0 報告 O 0
昭和26年
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ヽ
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番号

2設 置根拠 3規 制主体・肉訳 4規 制手段

F管 島●名 所管都課名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
省
＞

臥
庁

立
政

人

独
行
法

跡
錢
畔

その他
(指 定
瞼査機
口等)

用

播

区

分

強

い
親
綱

中
間

の
規
劇

弱

い
規
鋼

施行後20

年以上

(施行年を
記入)

首定失効後線演した覚せい剤の品名、数量等の報告
にせい剤取綺法

麻24条第2項 O =生
労働大臣(覚せい剤製造業者 )

椰道府県知事 (党せい剤施用機関 党せい剤研究
曽)

0 0 報 告 O
0

昭和26年

覧視指導・麻薬対策課

見せい剤製造業者等の死亡等に伴わ 指定失効時に保有していた覚
ピい

"の
品名、数量及び指定失効後線ました覚せい謝の品名、数量

じの報告

Eせい剤取締法

E24条第4項 O
「

生労働大臣(覚せい剤製造集者 )

椰道府県知事 (党せい剤施用機目 覚せい剤研究
旨)

O 0 報告 0
0

昭和26年

監視精導 麻豪対策諄 陀せい剤製造業者の定期|1告
にせい剤取締法

「 29条
O

「
生労働大臣 O 報告 O 0

昭和26年

監視槽●・麻藁対策課 業務廃止等の届出
にせい剤取綺法
●30条の4第 1項 0 1)(3))(地 方厚生局長 ) 0 0 届 出 0

0

「
道府県知事 (覚せい剤原料業者等の指定の (4)、 IB和 ●0年

菫視指導・麻凛対策課
にせい剤取綺法
130彙の4第2項 0

=生
労働大臣(党せい剤原料輸入彙者等の指定の

(1)(3))(地 方厚生局長 )

椰道府県知事 (覚せい剤原料業者等の指定の (4)、
0 0 届 出 O

0
昭和30年

E藁食畠■ 監複槽導・庫凛対●4 鼈せい剤原料輸入業者等の氏名等変更の届出
tせい剤取綺法
130条の6(第 12彙第1項準用)

0 撃生労慟大臣(地方厚生局長 )

い道府県知事
0 0 届 出 0 0

昭和00年

匡凛食品Л 監捜■■・麻凛対策鰊 電せい剤原料の輸入許可
tせ t■H取締法

“

30条の6■ 1項 O 軍生労慟大臣(地方厚生局長 ) O 許 可 O 0
昭和●0年

屋凛食ユЛ 贅捜指導・麻菫対策諄 慮せい剤原料の輸出許可
にせい剤取

"法|●●条の6第2項 O 撃生労働 大臣(地方厚生局長 ) 0 許 可 0 0
昭和●0年

E凛食品月 監視指導・麻嘉対策諄 鼈せい剤原料輸入業者等の原料保管場所の届出
Lせい剤取綺法

“

30条の12第 1項第1■ 0 地方厚生局長 0 0 0
昭和●0年

722 監視指導・麻凛対策課 Eせい剤原料の事故の届出
じせい剤取縛法

「 30条の14 ○

也方厚生局長 (覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤月

賄 出業者、党せい剤原料製造業者又は覚せい剤
震造業者 )

椰道府県知事(覚せい罰原料取扱者、覚せい剤原申
研究者又は覚せい剤研究者、病院開設者等、薬局
嗣設者)

0 0 届 出 0
0

723 指定失効時等に保有していた覚せい剤原料の品名、数量の報告
陀せし嘲 取締法

臨30条の16第 1項 O

也方厚生局長(覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤Л
障輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤
腱造業者 )

椰道府県知事 (覚せい剤原料取扱者、覚せい剤原申

研究者又は覚せい剤研究者、病院開設者等、薬局
嗣設者 )

O 0 報 告 0
0

昭和30年

724 着定失効後譲ました覚せい剤原料の品名、数量等の報告
慮せい剤取締法

鷹30条の15第 2項
O

じ方厚生局長(覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤Л
斗輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は党せい剤
腱造集者 )

椰道府県知事 (党せい剤原料取扱者、覚せい剤原申
研究者又は覚せい剤研究者、病院開設者等、薬局
嘱設者 )

0 O 報告 0 0
昭和30年
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番 号

2設 置根拠 3規 制主体・内訳 4規 制手段

所管||■名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
省

，

訳

庁

立
政
人

独
行
注

方
共
体

地
公
団

枷雌麟鵬

用
情
区
分

強

い
規
制

中
間
の
規
制

弱
い
規
制

施行後20

年以上
(施行年を
記入)

贅観槽導・麻菫対策諄
着定失効時に保有していた党せい剤原料の品名、数量及び指定失効

鯰せい剤取締法

「
30条の16第4項 (第 24条第4項準 0 じ方厚生局長

“

道府県知事
O 0 報告 O彙譲渡した覚せい剤原料の品名、数量等の報告 昭和●0年

饉●●●書壼管理
=

奎録認証機関の登録
二案標準化法
●19条第1項 0 L務大臣(厚生労働大臣) 0 豊縁 0 0

昭和24年

麟 銀 月 饉晨●3●童管菫
=

讐彙認証機関の登録の更晰
二集標準化法
128条第1項 O 主務大臣(厚生労働大臣 ) O 更 新 O 0

昭和24年

728 饉燎●暑書贅管理室 奎錬認証機関の地位承継の届出
E案標準化法

「 29条第2項 O 主務大臣(厚生労働大臣) O 属 出 O 0
昭和24年

729 日嘔食贔月 E… 壼●■豊 国内登録認証機 関の認証した製造業者等又は加工事業者の氏名簿
D報告

【集標準化法
131条第3項 0 主務大臣(厚生労働 大臣 ) 0 報告 0 0

昭和24年

フ30 E燎撮●●
=管

理豊 国内登録認証機関の事務所所在地の変更の届出
E栞標準化法

「 32条 ○ 主務大臣 (厚生労働大臣 ) 0 届 出 0 0
昭和24年

731

…
●職 国内登録認証機国の業務規程の届出

[葉標準化法

「 ●3条第1項前段 0 L務大臣 (厚生労働大 臣) 0 届 出 O 0
昭和24年

a●●●書奎●■■ 国内曇録認証機関の業務規程の変更の届出
E彙騨 化法
F33条 第1項後段

O L務大臣 (厚 生労働 大臣 ) 0 居 出 0 0
昭和24年

733

―

●電
=

国内登録認証機関の集務の体止又は廃上の届出
工集標準化法
●34条 0 L務大臣(厚生労働大臣 ) 0 居 出 O

0
昭和24年

7“ 蹂 食呂Л E薇機●書董,理壼
本国登録認証機関の認証した製造業者等又は加工事業者の氏名等
D報告

工葉標準化法        _
第41条第2項 (第 31条第3項準用)

0 L務大臣(厚生労働大臣) O 報 告 0 0
昭和24年

735 Em● ●査管理菫 本国登録認証機関の事務所所在地の変更の届出
工葉標準化法
第41条第2項 (第 32条準用)

○ L務大臣(厚生労働大臣) O 届 出 0 0
昭和24年

`国
豊鎌認証機関の業務規程の届出 =葉

標準化法

「
41条第2項 (第33条第1項前段準 O ヒ務大臣(厚生労働大臣 ) O 属 出 O 0

昭和24年

737 E●●●●壼管理室 外国登録認証機関の業務規程の変更の届出 「
41条第2項 (第 3● 条第1項後段準 ○ L務大臣 (厚生労働大臣 ) 0 届 出 0 0

昭和24年

738 En4● ●童管理室 応目登録認Ela関の業務の体止又は廃上の届出
E葉標準化法

「
41条第2項 (第 34条率用)

0 L務大臣(厚生労働大臣 ) 0 届 出 O 0
昭和24年

自島安全部●●●壼ロ 幣温保存可能品としての認定

L及び乳製品の成分規格等に関する省

卜く食品衛生法>
自7条笙24第 2■ホ

○ 「 生労働大臣 0 認 定 0 0
昭和00年

●3安全

“

企口情●日 腱菓衛生師の資格に関する学力認定
腱菓衝生

“

法施行規用

附Rl第 2項第 6号 O 「生労働大臣 0 認 定 0 0
昭rn41年

800 E物鵬物製造業、輸入葉又は販売業の登録
●物及び劇物取締法

購4条第1項
○

地方厚生局 (下 記以外のもの)

椰道府県知事 (製造業・輸入業の一部及び販売薬)

O 0 豊 鰈 0 0

守別区長 (製造業・輸入業の一部及び販売業)
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番 号

2設 置根拠 3規制主体・内訳 4.規制手段

昴管局t 所管

“

課名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
■

，

臥
庁

立
政

人

独
行
法

方
共
体

地

公
団

(指定
貪査欄

関等)

用
語

区
分

強

い
規
制

中
間

の
規
制

弱

い

規

制

施行●20

年以上
(施行年を
記入)

801 E物劇物製造葉、輸入集又は販売業の量録の更新
腑 及び麟枷取綺議

席4条第4項 O せ方厚生局 (下記以外のもの )

IB書 薦腱41=`包書摯 輸 入■ O O 更新 0 0

802
`じ

学詢貴安全対策菫 摯物劇物取扱責任者の届出
晰 及び自わ取綺法
|フ条第3項前段 0

地方厚生局 (下記以外のもの)

い道府県知事 (製造業・輸入業の一部及び販売業)

題 所設置市の長(製造集・輸入業の一部及び販売
腱)              ヽ

寺別区長 (製造集・輸入業のァ部及び販売業)

0 0 届 出 0 0
昭和28年

803 ●物劇物取扱責任者の変更の届出
じ枷及び

“

枷取締法

「 7彙常●項後段
〇

じ方厚生局 (下記以外のもの)

「
道府県知事 (製造集・輸入集の一部及び販売集)

継 所設置市の長 (製造集・輸入業の一部及び販売
1)
寺別区長 (製造集・輸入業の一部及び販売集)

0 0 届 出 0 0

304 化争●質安全対燎童 E劇物の取扱品 目追加に係る登録の変更
朧 及び自物取締法
B9条第1項 0 じ方厚生局 (下記以外のもの )

「
道府県知事嘔 造業、■入業の一部)

O 0 贅 更 0 0

805 化学衝贅安全対策室

毒物劇物営業者の氏名等変更の属出
(1)氏 名、住所、営業所等の名称

(2)施 設設備

(3)取 扱品目(廃上に係るもの )

(4)営 集の廃止

●枷及び

"働
取綺法

110条第1項
O

地方厚生局 (下 記以外のもの )

い遺府県知事 (製造彙・輸入業の一部及び販売集 )

疑 所設置市の長 (製造業・輸入業の一部及び販売 O 0 届出 O 0

障別区長(製造案・輸入業の一部及び販売集)

806 化学●貫安全対策童
E物劇物営業者、特定書物研究者又は特定轟物使用者の豊嫌が失
助した場合の届出

鵬 及び

“

鞠取締法

E21彙 第 1項 ○

也方厚生局 (下 記以外のもの)

椰道府県知事 (製造集、輸入業の一部販売集 特定
L物研究者 特定書物使用者 )

黒健所設置市の長
寺別区長(製造集、輸入集の一部販売業 特定毒物
研究者 特定轟物使用者 )

0 0 届 出 0 0
昭和20年

807 摯物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者の登録が失
助したj■合の届出

●物及び自勒取綺法
孵21条第4項 (第 21条第1項準用)

〇

也方厚生局 (下記以外のもの)

「
道府県知事 (製造集、輸入業の一部販売集 特定

離物研究者 特定書物使用者 )

呆健所設置市の長
寺別区長 (製造業、輸入業の一部販売業 特定轟物
研究者 特定毒物使用者)

0 0 届 出 0 0
昭和28年
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2設 置根拠 3規制主体・内訳 4規 制手段

瞬●局●4 所管部課名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
省

＞

臥
庁

　

・

立

政

人

独

行

法

方
共
体

地
公
団

御厳目的

用
播

区
分

強

い
規

制

中
間

の
規

制

蒻

い
規

制

施行後20

年以上

(施行年を
記入)

808

「
薬取扱者の免許

11)麻 薬輸入業者
12)麻薬輸出業者
3)麻藁製造業者
4)麻藁製剤業者
15)家庭麻薬製造業者

16)麻薬元卸売業者

「
薬及び向精神薬取締法

13条第1項 O
早生労働大臣 (免許 (1)～ (4))(医薬食品局長 )

軍生労働大臣 (免許 (5)、 (6))(地 方厚生局長 )

椰道府県知事 (免許 (7)～ (11))

O 0 免許 0 ◎
昭和28年

森薬取扱者の麻薬に関する業務又は研究廃上の届出
饉藁及び向精神栗取締法

「 7条第1項 O
軍生労働大臣(免 許(1)～ (4))

0 0 属 出 0 0

椰道府県知事 (免許(7)～ (11))
昭和28年

贅視指導・麻凛対策凛 離薬取扱者の資格喪失の届出
麻藁及び向精神薬取締法

「
フ条第2項 (第 7条第1項率用)

O =生
労働大臣(免許 (1)～ (4))

軍生労働大臣 (免許 (5)、 (6))(地方厚生局長 )

F道府県知事 (免許 (7)～ (11))

0 O 届 出 0 0

A4指導・藤薬対策諄 麻薬取扱者の死亡又は解散の届出
“

藁及び向精神薬取締法
嗜7条第3項 O 「

生労働大臣(免許(1)～ (4))

「
生労働大臣(免許 (5)、 (6))( O 0 届 出 O 0

謳道府県知事 (免許 (7)～ (11))

椰藁取扱者 の免許証配載事項の変更の届出 =藁
及び向織神薬取締法

「
9彙第1項 O

二生労働大 臣 (免許 (1)～ (4))
0 0 届 出 O

O

『
道府県知事 (免許 (7)～ (11))

菫視指導・麻凛対策凛

′/セテルモルtネ■の開り嵐し守の計 13J

11)譲 り遣し、譲り受け、廃楽
麻案及び向精神薬取締議
第12条第1項ただし書

O 軍生労働大臣(地方厚生局長 ) 0 許可 0 0
昭和28年

「
薬原料植物の栽皓の許司 麻薬及び向精神葉取締法

第12彙第3項ただし書
O 撃生労働大臣 (地方厚生局長 ) 0 許可 0 0

昭和20年

菫視指導・麻凛対策諄 離薬輸入の許可 「
藁及び向精41薬 取締法

鷹14条第1項
O 撃生労働大臣(監視指導・麻薬対策課長) 0 許 可 0 ０

純

菫視指導・麻菫

"燎
躍 暉藁輸入許可申請書記載事項の変更許可

離藁及び向精神薬取締法

「
14条第3項

○ 軍生労働大臣 (監視指導・麻薬対策課長 ) 0 許 司 0 0
昭和28年

818
=薇

指導・鷹凛

"彙
澤 藤 輸入業者の輸出許可証明書の提出 「藁及び向精神薬取締法

「 15条 O
=生

労働大臣(監視指導・麻薬対策課長 ) 0 提 出 O 0
昭和28年

320 瞑凛食畠月
=視

籠導・麻藁対彙鰈 椰薬輸出の許可 「 薬及び向精神薬取締法

"10条
第1項 ○ 撃生労働大 臣(監視指導・麻薬対策課長 ) 0 許可 0 0

昭和28年

821 監視指導・麻凛対燎諄

“

薬輸出許可申請書記載事項の変更許可 郎薬及び向精神藁取締法

「 18条第3項 O
「

生労働大臣(監視指導・麻薬対策課長 ) O 許 可 O 0
昭和28年
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2設置根拠 3規制主体・内訳 4規 制手段

所督

“

課名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
駅
庁

立
政

人

独
行
法

助
頌
齢
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用
薔

区
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強

い
規

鋼

中
日

の
規

鋼

■

い
規

＝

籠行後20

年以上

(施行年を
記入 )

822 監視指導・麻凛対策諄

“

薬又は家庭麻薬製造の許可 痒薬及び向精神藁取綺法
321条第1項 0

E生労色大臣(腋薬〕
`監

視指■・庭菫対管理喜)

0 許可 0
「

生労働大臣(蒙庭麻薬 )(地方厚生局長 ) 昭和28年

823 曝 食品月 ■a指導・麻嘉対策操 澤薬の製剤及び小分けの許司
筐藁及び向繍神薬取

"法「
2●条第1項 0

「
生労働大臣(監視指導・麻薬対策課長) O 許 可 O 0

昭和28年

824
=視

構●・麻凛対鮨課 椰薬譲童の許可 「 藁及び向精神藁取綺法
124彙第11項 O

「
生労働大臣(監視指導・麻藁対策課長) 0 許可 0 ０

柁

離薬の減失等の事故の届出 「藁及び向精神藁取締法
「35条第1項 0 「

生労慟大臣
也方厚生局長 (憲農麻薬・元卸売 )

「
道府県知事

O 0 届 出 0
0

田和28年

026 菫視薔●・麻菫対策ロ 免許失効の居出
摯東及び向薔神栞取

“

法

「 36条第1項 O 「
生労働大臣

じ方厚生局長 (家庭麻栗・元卸売 )

膠道府県知事

O ０
．

届 出 0 ０
破

827 監視指導・●H対
"諄

篠藁を譲りました者の麻薬の品名、数量等
マ

届出
●4及び向精神藁取●法
摩36彙第噸 0

「 生労働大臣
じ方厚生局長(家庭麻薬・元卸売 )

「 道府県知事
0 0 属 出 0

0
昭和20年

828 菫視指導・麻凛対贅諄

“

薬営業者等の死亡等の届出 「
藁及びn霧

“

凛取

"法嘔06条第4項 (第 36条■1項準用)
0

「 生労働大臣
出方厚生局長 (家庭麻薬・元卸売 )

椰道府県知事

0 O 届 出 O
0

昭和28年

829
=藁

食品月
=視

“

●・麻菫対策課 離薬輸入業者が行う定期届出
痒暴及び向霜神藁取綸法
嗜42条 O 軍生労働大臣 0 届 出 0 0

昭和28年

830 菫視槽●・麻凛

"燎
諄 麻藁輸出業者が行う定期届出

摯藁及び向精神薬取綺法

「
43条 O

「
生労働大臣 O 属 出 0 0

昭和20年

麻薬製造業者等が行う定期届出
(1)麻薬製造業者

(2)麻薬製剤業者

(3)家庭麻薬製造業者

「
藁及び向縮

“

栞取綸摯

“

44彙 O 「
生労働大臣

也方厚生局長(蒙庭麻薬)
0 届 出 0 0

監視書●・麻薬対燎諄 林藁元卸売業者が行う定期届出
麻薬及び向精神藁取締法

第45条 O 0方厚生局長 0 届 出 O 0
昭和28年

●薇諄 曖剤師の免許
菫剤師法
第2条

0
「

生労働大臣(医薬食品局長 ) O 免 許 0 0
昭和36年

=薬
食島属 総霧鐸 嘔剤師名簿の訂正

晏劇暉法施行令
嘔5条■1項

0
「

生労働大臣(医薬食品局総務課長) 0 tr正 0 0
昭和36年

881 E4食呂凛 ●務課 [剤師免許証の書換え交付
褻剤師法施行令

「
8条第1項 0 軍生労働大臣(医薬食品局総務課長) O ●a 0 0

昭和36年

●労●生活

“

企口諄
た融機関の合併及び転換の認可 (存続金融機関、新設金融機関又は L融機関の合併及び転換に口する法律 0 金融庁長官及び厚生労働大臣 0 湿可 0 0昭和41

年E換後の金融機関が労働金庫である場合 ) 「
5彙第1項及び第7項

932 働労■生活都企口諄 臓可事項の実行の届出
≧融機関の合併及び転換に関する法体

O 金融庁長官及び厚生労働大臣 O 届出 O 0昭和43

年

“

60条第1項及び第4項

動労奢生活|1企 ■摯 ユ可の効力の延長の承認
む融機関の合併及び転換に関する法

" O ≧融庁長官及び厚生労働大臣 0 承認 0 0昭和43

年「 68条第3項及び■4項
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“
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律
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令

省
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告
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小
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省
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独
行
法

妨
錢
鴎

その樋

雌田鵬

用
脩

区
分

強

い
規

Ｈ
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年以上

(籠行年を
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E●諄
土会保険労務士法施行規用
119条 の2 0 労働局長 O 報告 O

年 )

986 菫督諄 に払賃金の額その他の事項の確認
口金の支払の確保等に38する法韓

“

7条 0 精 基準監督署長 0 翻 0 Dl昭和61
年)

菫●諄

“

実上の倒産の認定
R金の支払の確保■に関する法律施●
ト

「 2彙第1項常6号
O 鵜 基準監督署長 0 認定 0 D(昭 和51

年)

:030 ンクロルベンジジン及びその含有製剤その他の物質の製造許可 用 安全衛生法

“

66条第1項 0 軍生労働大臣 O 許司 0 0(昭和41

年)
燎鰈

安全衛生

“

4L●●■,
析規化学場 質の有害性の調査の結果等の届出

り働安全衛生法
「57条の0第 1■ O 軍生労働大臣 O 0 0(昭和64

年)0

:“2
安全衛生

"4L学"貫
対 訴規化学物質に労働者力tらされるおそれがない旨及び有害性がな

,ヽ 日の確認

労働安全籠生法

第57彙の3第 1項 O
「

生労働大臣 0 織 0
0(昭和54

策朦 年 )

1052
安全衛生

“

化学衛費

"
腱造等が難止される有害物を試験研究のため製造、輸入しようとする 臓 安全鮨生法施行令

116条第2項第1号 O 椰道府県労働局長 O 許 可 0
和

，

昭

年

０
燎諄 嘔合の許可

1053 安全籠生

“

化争●■月
黛風 少量新規化学物質の製造又は輸入に係る確認

用 安全衛生法施行令

「
18条の4 O

「
生労働大臣 0 確 0 0(昭和54

年)

電離放射線健康静断結果報告

EE放射繰暉薔防止規則く労働安全

1生法> ○ ,働基準監督署長 0 報 告 0 0(昭和47

年)

1060
"●

鋼 安全衛生

“

安全澤 ンレーン検査証の書替え 'レ
ーン等安全規則く労●安全街生法

“

9条笙0項
O 抽 基準監督署長 O ● ● 0

和

ト

昭
年

０

安全街生●安全課

'レ

ーン特例報告
,レーン警 安 全 規 則 く

"口
安全費 生活

○ ,働基準監督署長 0 報告 O 0(昭和4,

年 )

:093 安全鮨生

“

安全田 デリツク検査証の書書え
″レーン等安全規則く労●安全衛生法

O り働基準監督署長 O 書 彗 O 0(昭和47

年)

:005 安全●生

“

安全ロ 声リツク特例報告

クレーン等安全規則く労●安全衛生法

●109条 ■2■●1暑
O 糊 基準監督署長 O 報 告 0

年 )

1106 安全衛生

“

安全摯 Eレベーター検査証の書管え
クレーン等安全規則く労働安全衛生法
> O

"働

基準監督署長 O 書 管 O
和

，

昭

年

安全籠生部安全凛 菫設用リフト検査饉の書書え
クレーン等安全規則く労働安全衛生法

O

"働

基準監督暑長 O 書薔 0
177条 窮 3瑾 年 )

安全饉生

“

安全鳳
「

1薇圧力審署検査証の書書え
ドイラー及び圧力客器安全規用く労鴨

安全籠生法 >
口,0条

O 織 基準監督署長 O ●● O
年 )

恰業務一部適用除外の認定 0 オ働基準監督署長 O 認 定 O
菫澤 鷹2条 年 )

1:82 沿業務―都適用除外認定申調書記載事項等の変更報告
0中毒予防規月く労慟安全薔生法>
14条第3項 O 静働基準監督署長 0 報告 O

燎諄 年 )

11“ 朧 康跡断結果報告
0中毒予防規用く労慟安全衛生法>
165条 0 浄働基準監督暑長 0 薇告 O一■一贅 年 )
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(施行年を
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入)

薔気圧業務健康診断結果報告
1気

=作
拿安全輌生規則く労働安全

1生法> O 粕 基準監督署長 0 組告 O 0(昭和4,
年)

::93
姜全籠生

“

化手働貫

"俵課
四アルキル鉛健康鰺断結果報告 L籠生法> 0 織 基準監督暑長 0 報 告 0 0(昭和47

年)

賞全輌生部化学ウ賃対

鑽諄
時定化学物質障害予防規則―都適用除外認定

寺定化学枷贅障害予防規用く労●安
≧書生法> O 綺 基準監督暑長 O 認定 0 0(昭和47

年)

安全衛生

“

化学場費角 守定化学物質障害予防規則―都適用除外申請書等記載事項資更の
暇告

1定 化学犠貫障害予防規用く労働安

普薔生法 > O 繊 基準監督署長 0 報 告 O 0(昭和47

年)

1:96 安全爾生都化学慟賃対
寺定化学物質健康診断結果報告

1定化学物貫障害予防規Hく労●安
≧籠生法>
に41条

O 相 基準監督暑長 0 報告 0 0(昭和47

年)
燎露

1197
安全籠生

“

化学欄贅
" 守定化学物贅製造の許可証の書替え

1定化宇薔貫暉薔予防規用く労働安

≧衛生法>
饉49条富4項

0
「

生労働大臣 0 書薔 0 0(IB和 47
年 )僚 課

安全,生昴化学●■対

燎課
寺別管理物賞関係記録等の報告

障定化学軸賛障害予防規則く労慟安
請 生法> 0 臓 基準監督暑長 O 報 告 0 0(昭和60

年 )

120:

"●

●準Л 歯全鮨生

“

労働輌生鳳 粉暉 害防止規則一部適用除外の認定
第9条第1項

0 相 基準監督暑長 0 認 定 O 0(昭和54

年)

1202 粉じん障害防止規則一部適用除外申請書記載事項の変更報告 O 精 基準監督暑長 O 輪 O 0(昭和54

年)

1206 H● 4■
安全●生

“

化学●質対
策霧 F機洛剤中毒予防規則―椰適用除外の認定

F薇澤剤申●予防規用く労●安全衛
L法>
E●条■1■

O 精 基準監督暑長            
′

O 認定 0
和

，
昭
年

:209
安全衛生椰4L学鮨贅対

F機溶剤等健康診断結果報告
F機澪翻中毒予防規劇く労●安全爾
L議>
●30条の3

O 糧 基準監督暑長 0 報告 O
策諄 年 )

厚機溶剤等健康診断特例の許司
け機藩嘉中毒予肪親日く労●安全籠

O ,働基準監督暑長 0 許司 0
策

“

131条 第 1項 年 )

F●●●1
安全衛生都化学働贅対

燎繹
有機港剤等健康診断特例の許可申請書等の記載事項の変更報告

●●落痛中毒予防規則く労働安全●I

O 腸 基準監督暑長 O 報告 0
年 )

生ま>

"●

1彙第4項

安全籠生部安全風 聡括安全衛生管理者の選任報告
労●安全僣生親劇く労●安全衛生法
>

=2条
第2項

O か働基準監督署長 0 饉 告 0
年 )

1227
,全●生

“

化学

"贅"燎課
析規化学物質に労働者がさらされるおそれがない旨の確認の申綺事

労●安全街生規則く労働安全衛生法

O 撃生労働大臣 O 届 出 0 0(昭和
"年)頃等の変更の届出

1229 建康診断結果報告

労働安全椰生規則く労働安全衛生法

>
第52条

0 議 基準監督暑長 0 報 告 0 0(昭和41

年)

:251 安全缶生

"安
全鰊 浄慟者死饉病報告

労働安全衛生規則く労働安全

"生
法

>
購97条第 1項

O 摯慟基準監督署長 0 報 告 0
和

，
昭
年

０

1254 菫督課 P蓄金管理協定の届出
浄働基準法

嗜18条第2項
0 け働基準監督暑長 0 居 出 0 00(昭軍

22年 )

1255
"●

●おЛ 監督諄 澤雇制限除外認定
,■基準法

119条 第2項 0 ,働基準監督暑長 0 認定 0 D(昭和2
年)

1250 監督課 弾雇予告除外認定
け働二準法

「20条第3項 (第 19条第2項準用)
○ 労働基準監督暑長 0 認定 0 D(昭和2

年)
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1259 菫督凛 0 静働基準監督暑長 0 届 出 0
年 )

1260 監督課 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可
精 基準法
麻33条第1項 O 綺 基準監督署長 0 許 可 O

年 )

1261 監督凛
糧 基準法
鷹3● 条第1項 O 鋤 基準監督署長 0 屈 出 0｀

年 )

1263 鷲書諄 い集場外労働に関する協定届
組

=準
法

輌38条の2第 3項
O 腸 基準監督署長 O 属 出 O

年 )

1267 精 Jい●属 監督諄
臓 基準法
141条第3号 O ,働基準監督署長 0 許 可 O自視断続的労働に従事する者に対する適用除外許可

年 )

:269 監督諄 モ少者に係る深夜集時間延長許可 船
=準

法

161条第3項 O 崎 基準監督署長 O 許 可 0

:270

…

監,諄 0郷旅費支綸除外認定
臓

=準
法

●64彙 0 鴨 基準監督暑長 0 認 定 0
年 )

菫●摯 臓業ヨ‖練に関する特例許可
け働違準法
|フ 1条 O 謳道府県労働局長 0 許可 0

年 )

12'2 沐集補償及び障害補償の例外認定
‖ 基準法

「 7● 条
O 精 基準監督暑長 O 認定 O

"贅
薔口

“

労贅■■澤
年 )

1275 菫●澤 r宿舎規則の届出
駆 準法

「 95彙第1項前段
O 暢 基準監督暑長 0 届 出 0

年 )

"●
●●月 監督諄

『
宿舎規則変更の届出

労働
=準

法

疇96条第 1項後段
○ 拗 基準監督暑長 0 描 出 O

年 )

1277 用 34月 監督諄 寄宿舎の設置 、移転、変更計画の届出
労働基準法

第96条の2第 1項 〇 精 基準監督暑長 0 F前届日 O
年 )

:278 菫督諄 UF続的な宿直又は日直勤務許司
労働

=準
法施行規則

第2●条
O 粕 基準監督暑長 O 許 可 0

年 )

1279 菫●● ■日入坑の場合の時間計算特例許可
"働

二準法籠行規則
席24条

O 粗 墓率監督署長 0 許 可 0 D(昭 和2
年)

監督澪 ネ憩時間自由利用除外許可
"●

■準法施行規則

`33条
第2項 O

"働

基準監督署長 0 許 可 O
年 )

1282 菫督屎

巨用●栞■の薇舌

11)適用事業に該当の報告
お■基準法施行規則
157条■1項 O 浄働基準監督署長 O 報告 0

年 )

1286 曽働金庫及び労働金庫連合会の事業免許
か慟金庫法
●6条

〇 E融庁長官及び厚生労働大臣 0 免 許 O
0昭和23

年

1287 ●9●生活

“

全■諄 糧 金庫及び労働金庫連合会の免許効 力の延長の承認
け●金庫法
慮30条 O 2融庁長官及び厚生労働大臣 0 承認 0 0昭和20

年

,203
"●

●●コ 口

"を
生活

“

企■諄

労働金暉及び労慟壼庫運含会の足豚翼臭等の認可

(1)定歌の変更
静●金庫法
131条

O 営融庁長官及び厚生労働大臣 O 認可 0 0昭和20

年

1289 働労■生活椰企口課
糧 金庫及び労働金庫連合会を代表する理事並びに常務に従事すそ け慟金庫法

“

35条第1項 0 2融庁長官及び厚生労働大臣 O 認 可 0 0昭和23

年■員又は

'事
の兼職についての認可
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1200 労働
=準

島 鋤労を生活都企口諄
貯働金庫及び労働金庫連合会の会員による総会の招集にかかる認
1

労働全庫法

第48条 O
L融庁長官及び厚生労働大臣
1都道府県知事)

O O 欄可 O 0昭和28

年

:300 島労●生活椰企ロロ
労働金庫及び労働金暉連合会の合併、事業の譲渡若しくは譲受け又
は曽集の一部腱受けの認可

労働全庫法

第62条第6項 0 を融庁長官及び厚生労働大臣 0 毘可 O 0昭和20

年

:301 鶴労●生活

“

企口諄

"働
金庫及び労働金庫連合会の合併の認可

臓 全庫法
●64彙第4項 O を融庁長官及び厚生労働 大臣 0 亀可 O 0昭和20

年

1303 ●労■生活

“

企口諄

労働金庫及び労働金庫連合会の認可事項実行の届出

(1)事業の開始

(2)子会社の所有
(3)子会社が子会社でなくなつたとき

(4)子会社が認可対象会社でなくなつたとき

(5)麗可事項の実行
(6)そ の他内閣府令、厚生労働省令で定める場合

船 全庫法

「
91条 0 金融庁長官及び厚生労働大臣

(都道府県知事 )
O 0

事
出

都
届

0 0昭 rn28

年

1305 精 ●● 日

“"●
生活●全口諄 臓 金庫及び労曇金庫連合会の認可効力の延長の承認

臓 金庫法

"91彙
の3ただし●

○
金融庁長官及び厚生労働大臣
:都道府県知事 )

0 0 承 協 0 0昭rn5,

年

1306

"●

■準層

“

労●生活

“

企口澤 け働金庫及び労働金庫連合会の大口信用供与規制の特例の承認
鵬 ●暉示

「 94条第1項 (銀行法 第13条第1■

|だし書準用)

0 鍛 庁長官及び厚生労働大臣
1都道府県知事 )

O 0 承露 0 0昭和57

年

1309

“"●
生活

“

企●■ 腸 金庫及び労働金庫連合会の事務所等の臨時休業の届出
精 彙暉法

「 04条第1項〈銀行法 第16条第1項 O 金融庁長官及び厚生労働大臣
1都道府県知事 )

0 O 0 0昭和5'

年

"口
,暉漱

0 を融庁長官及び厚生労働大臣
都道府県知事 )

O 0 0 0昭和5,

年

動労●生81B企 口諄 O L融庁長官及び厚生労働大臣
1都道府県知事)

0 0 提 出 0
0昭和5,

年

菫結婁務報告書の提出 "會
暉猛

嗜94条第 1項 (銀 行法 第 10条第2項 0 を融庁長官及び厚生労働大臣 O 提出 O 0昭 705,

年

1313 ●●●■月 口労●生活

“

企口課 静慟金庫及び労働金庫連合会の廃集及び解散等の認司

“

94彙第1項 (銀行法 第3フ 条■1項 O 盪 庁長官及び厚生労働大臣 O 露可 O ◎昭和57

年

踵 二朝 口労●生活

“

企日

“

浄働金庫及び労働金庫連合会の休日とすることがやむを得ない日の

本日の承認
出 全庫法施行令

“

6魚第2項第2号 O 凛 庁長官及び厚生労働大臣

都道府県知事 )
0 0 承 認 O 0昭和67

年

1326 口労●生活

“

企口諄 業務報告書の提出廷期の承認
け働全庫法施行規用
に11● 条第3項ただし書

○ ≧融庁長官及び厚生労働大臣 0 承認 O 0昭和|フ

年

労●保崚薇収露 甲紙保険料納付計器の指定 律施行規則
第45条第1項

○ F生労働大臣 0 指定 0 0(昭和47

年 )

動労者生活諫 助労者財産形成綸付金契約の変更等の承認
田労者財産影威促遣法施行令■23彙
購4項 O 撃生労働大臣 0 承 躍 0

年 )

働労●生活課
助労者財産形成促進法第7条の2第 1項の一括支払機関の指定又は 働労者財産形成促壼法施行令第25条

0 軍生労働大臣 0 届 出 0 0佃和51

年)贅更の届出 第1項

m労■生活諄 助労者財産形成給付金契約の解約の届出
助労奢財産形成促遣法施行令第25条

O
=生

労働大臣 0 届 出 0 0(昭和52

年 )
「

2項

●
"看

生活鰈 席1種勤労者財産形成二金契約の解約の届出
b労書財壺移咸健遣差鮨行令第27彙

O
「

生労働大臣 O 届 出 0
和

，
昭
年

０
026第 1項
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動労書生活鳳 僣2種勤労者財産形成基金契約の解約の届出
助労者財産形成促進法施行令第27条
,26第 2項 O 撃生労働大臣 0 届 出 0

0(昭和54

年)

1641
富齢・●害者E用対贅

摯害者職集生活相談員の資格認定講習
菫害者 の E月の 健 遣 等 に田する藍建

O O 薔習 0 ｏ
卿
っ“

障害●H用 対策諄 「,9彙第1項

1674 鳳用開発

“

一般旅客定期航路事業等離職者求撃手帳の発給
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅害
定期航路事業年に関する特別措置法
第16条第1項

0 さ共摯集安定所長 0 発輪 O ｏ
帥
っ

1675 層月開発課 一般旅害定期航路事業等離職者求職手帳の発給
本州四口連絡編の建設に伴う一般旅審

○ 共ヽ職業安定所長 O 発給 O
0

(昭 和60

年)

定期航路事彙守に関する特別措置法
第16条第2項

雇用開発凛 一般旅害定期航路事業等離職者求職手帳の発給

●州四国連綺橋の建設に伴う一般旅害
ご期航路事業等に関する特別措置法に
しづく就職指導等に関する省令

O 共ヽ職業安定所長 O 発 給 0 ｏ
帥
っ

1687 籠力翻発課 O 撃生労働大臣 O 指 定 O
0

(昭 和45
年)

彙 局
口菓訓練指導員試験の受験資格に関する専修学校琴の指定 B45条の2■ 2項第9■

1694
自拿●力開

発島
籠力諄薔澤 摯―等級の技能検定の受検資格に関する専修学校等の指定

●彙熊力開発便遺法施行規劇

164条の6第 2項第2号 O F生労働大臣 O 指 定 O “ｏ
踊
わ

:695 籠力諄●諄 単一等級の技能検定の受検資格に関する専修学校等の指定
●業能力開発促進法施行規Rl

164条の6第3項第3号 ○
「

生労働大臣 O 指 定 0
0

(昭和54
発局

籠力●●澤 技能審査の認定 0 E生労働大臣 0 認 定 0 爛ｏ
帥
↓

彙局

1697
発月

鯰力絆●凛 認定を受けた技能審査に関する変更の承認 ○ 三生労働大臣 O 承認 0 ｏ申↓
L法>
に5条第1項

勒鍋
籠力絆薔諄

鰍定を受けた技能審査を実施する非営利団体の定款等に関する変更

"届
出

こ法> ○ 二生労働大臣 0 属 出 0 “ｏ
帥
ゎ

1699 籠力絆●諄 O
「

生労働大臣 0 提 出 0
0

(昭 4048

年)

彙島
露定を受けた技能審査に関する事業計画等の書類の提出

=法
>

第6条■1項

1700
発局

籠力諄●諄 認定を受けた技能審査の廃上の届出 〇 「生労働大臣 0 届 出 O ｏいう
か
峰

進

第

籠力諄●彙 生内検定の認定

社内検定認定規定く職葉能力開発促

○ 享生労働大臣 0 認 定 0 ｏ
帥
鋤

発局
建法>
第1条第 1項

1704 籠力絆●課

=定
社内検定に関する変更の承認

社内検定認定規定く職彙能力OB発促

O 撃生労働大臣 O 承認 0 ｏ肺わ
発島 =法

>

1705
発局

籠力絆●課 忍定社内検定を実施する事業主等の名称等に関する変更の届出
社内検定認定規定く職集籠力開発促

O 軍生労働大臣 0 届 出 0 ｏ帥
ゎ

17●6 動鍋
籠力絆●薇 2定社内検定に関する実施計画書等の書類の提出

吐内検定認定規定く職集能力開発促
ι法> O F生労働大臣 O 提 出 O

0
(昭 和59

1707
発局

籠力辟●鰈 B定社内検定の廃上の届出
■内検定認定規定く職栞籠力開発促

○ 蜃生労働大臣 O 届出 O
◎

(昭 和59

年)

饉法>
110条

:708 動郎
青咸支n3 日集]1練法人に係る勤労学生控除の認定職薬ヨ1練課程証明

野得税法施行規則

「 4フ 条の2第 4項 O 撃生労働大臣 O 証明 O ｏ
帥
い

1733
餞会．撮

島

社
構社●●課 生会福祉主事養成機関又は購習会の指定

土会福祉法
に19条第1項第2号 0

「
生労働大臣 (地方厚生局長 ) 0 指定 0

0
(昭 和26)
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,734
社会・饉凛

局
…

社会福社事業従事者試験の指定
土会福社法

119豪第1項■4号
0 軍生労働大臣(社会・援證局長 ) O 指定 0 0

(昭 和20)

1735
社会・晨臓

局

“

■●菫縁 生会福祉法人の設立の認可
土会福祉法

“

31条第1項 O

苦定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区崚内
こある場合)

は 市の長 (主たる事務所が中核市の区壌内にある
1合 )

E生労働大臣(厚 生労働事務次官、社会・撮臓局
■、社会・援護局障害保健福社部長、老健局長又は
E用均等・児童家庭局長)(その行う事業が二以上の

0 O 認 可 O 0
(昭 和20)

:736
社会・饉菫

局
…

議会福祉法人の定款変更の認可
社会48b
●43条第1項 O

師通府県知●
曽定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区壌内
こある場合 )

1核市の長 (主たる事務所が中核市の区崚内にあそ
1合 )

「 生労働大臣(厚生労働事務次官、4L会・援餞局
1、 社会・根饉局障害保健福社部長、老健局長又は
E用均等・児童家庭局長)(その行う事業が二以上α

0 0 認 可 0 0
(昭 和20)

1737 一島 “

社二菫諄 E会福社法人の定飲変更の届出
土会福社法

143彙第3項 O

|1遺 府 県 即 晏

鼈定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区城内
こある場合)

1槙市の長 (主たる事務所が中な市の区壌内にあζ
■合)

軍生労働大臣(厚生労働事務次官、社会・援置局
晨、社会・撮饉局障害保健福祉部長、老健局長又は
E用均等・児童家庭局長)(その行う事業が二以上α

0 0 届 出 0 0
(昭 和45'

1739
餞会．饉

局

社
綺社基盤諷 性会福祉法人の解散の認定

は会福祉法

「
46条第2項 O

む定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区崚内
こある場合)

1核市の長 (主たる事務所が中核市の区壇内にある
■合)

「
生労働大臣(厚生労働事務次官、社会・援饉局

【、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長又は
E用均等・児童家庭局長)(そのわ 事業が二以上α

0 O 認定 0 0
(昭 和20)

:740
社会・晨饉

月
福社薔盤諄 庄会福社法人の解散の届出

吐会福祉法

=46条
第3項

O

“

違肘県知●

旨定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区城内
こある場合 )

1枝市の長(主たる事務所が中核市の区城内にあら
1合 )

「
生労働大臣(厚生労慟事務次官、社会・援饉局

1、 社会・晨饉局障害保健福社部長、老健局長又は
E用均等・児童家庭局長)(その行う事業が二以上c

0 0 届 出 O 0
(昭 和26)

社会・燿讀
局

槽社

`菫
凛 性会福社法人の合併の認可

土会福祉法

“

49条第2項 ○

●||● 府県利●
指定都市の長 (主たる事務所が指定都市の区城内
にある場合 )

中核市の長 (主たる事務所が中核市の区城内にある
j●合)

厚生労働大臣(厚生労働事務次官、社会・撮饉局
長、社会・援薇局障害保健福社部長、老健局長又は
雇用均等・児童家庭局長)(その行う事業が二以上a

O 0 認 司 O 0
(昭 和20)
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社会・饉腱
●

●●● r附全募彙結果の報告
吐会経

「
7●条第3項 O

膠道府県知事
曽定都市の長 (募集しようとする地域が指定都市の
こ壊内を越えない場合)

1枝市の長 (募集しようとする地域が中核市の区崚
をヽ越えない場合 )

「
生労働大臣C集 しようとする地域が2以上の都道

庁県の区城にわたる場合)(社会・援饉局長、地方厚
L局長 )

O 0 報 告 0 0
(昭和20)

1759 田 颯 熙同募金会の設立の認司
土会檀 法

1114条 0

都市の長(主た
る場合)

0 O 麗 可 0
0

(昭 rn20)島

労働大臣(厚生労働事務次官、地方厚生局長、
・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長 t

177●
社会・饉饉

局
…

社会福社士

"験

土会福社士及び介饉福祉士法

「
0彙 O r生労働大臣 0

"験
O 0,

(昭和02)

1772
社会・饉ロ

局
…

社会福社士の登録
は会福社士及び介餞福祉士法

=28条
0 「生労働大臣 0 登録 0

0
(昭 In62)

1773
社会・饉饉

局
…

魔会福社士の登録事項の変更の届出
議会福祉士及び介霞福祉士法

「
31条第1項 0 E生労働大臣 0 届出 O

0
(昭和02)

1'5 一島
mar 卜餞福社士試験

L会福祉士及び介讚福祉士法
席40条第3項 (第6条準用)

O [生労働大臣 O 磁 0
0

(昭和02)

:770
社会・晨菫

島
構社●●躍 卜臓福社士の登録

士会福祉士及び介餞福祉士法
142榮第1項 O

「
生労働大臣 0 奎 鰊 O

0
(昭和62)
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〇
―

番 号

2設置根拠 3規制主体・内訳 4規 制手段

所■島●名 所管部屎名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

告

示 処分権者
省

，
臥
庁

立

政

人

独

行

法

方
共
体

地

公
団

鰤雌田的

用

鱈

区

分

強

い
規
制

中
間

の
規

制

“

い
規

制

籠行後20

年以上

(施行年を

配入)

社会・撮饉

局
福社●菫躍 ,議福社士の登録事項の変更の届出

吐会福祉士及び介霞福祉士法

市42彙第2項 (第 31条第1項準用)
0 撃生労働大臣 0 屈 出 O

0
(昭和62)

社会・撮讀
局

地崚福祉課 t軟変更の認可
冑費生活

`同
IB含法

MO条
"4項

○

=生
労働大臣(社会・援護局長)(― はuが 2

)以上の地方厚生局所管区城にまたがる場合 )

也方厚生局長 (地域又は職壌が1つの地方厚生局]

『
区壌内の場合)

椰道府県知事

0 0 認可 0
0

(昭和23)

1789
社会・糧餞

局
地壕福祉凛

共済事業規約の設定、変更、廃止

(変更 )

(1)実施方法
(2)共済契約
(3)共済掛金及び責任準備金の額の算出方法

口費生活協目組合法

“

40彙第6項 0

口生労慟大臣(社会・援護局長)(地厳又は職壌が2
,以上の地方厚生局所管区壌にまたがる場合)

也方厚生局長 (地域又は職増が1つの地方厚生局]
曹区城内の場合 )

膠道府県知事

O 0 露可 0
0

(昭和23)

1700
餞会，．

局

社
●●●L諄

=欲
変更の届出

●費生活協日組合法
事40条事8項 O

=生
労働大臣(社会・援霞局長 )(地域又はHが 2

'以
上の地方厚生局所管区城にまたがる場合 )

也方厚生局長 (地壌又は■燿 が 1つの地方厚生局]
ξ区壌内の場合 )

膠道府 県知事

0 O 届 出 O
0

(昭 和23)

社会・螢餞

局
地麟福社諄 腱立の認可

消費生活協目組合法
第57条第1項 ○

「
生労働大臣〈厚生労働事務次官)(地域又は職城

ド2つロ トの地方厚生局所管区域にまたがる場合 )

じ方厚生局長 (地域又は職崚が1つの地方厚生局]
ξ区崚内の場合 )

椰道府県知事

0 O 躍 可 0
0

(昭和23)

1796
■会，饉

局
社

ll●福社凛 罪散の認可
■■生活協目組合法
鷹62条第2項 ○

軍生労働大臣(厚 生労働事務次官)(地域又は職競
ド2つ以上の地方厚生局所管区崚にまたがる場合 )

地方厚生局長 (地域又は■麟が1つの地方厚生局]
瞥区壌内の場合)

椰道府県知事

0 O 認 可 0
0

(昭 fl123)

社会 橿鼈

局
ll●福社澤 澤散組合の機続の認可

冑費生活協日組合法

●63条第1項ただし● O

軍生労慟大臣(厚生労働事務次官)(地域又は載減
が2つ以上の地方厚生局所管区城にまたがるll合 )

地方厚生局長 (地厳又は職城が1つの地方厚生局,
日区城内の場合 )

請道府県知事

0 O 麓可 O
0

(昭 f023)

:798
菫会．晨

島

社
●●|1社ロ 旧合員の減少による解散の届出

関費生活協同組合法

“

64彙第2項 O

=生
労働大臣(厚生労働事務次官)(地域又は鷹厳

bt2つ 以上の地方厚生局所管区城にまたがる場合)

地方厚生局長 (地域又は職璃が1つの地方厚生局,
ξ区城内の場合 )

椰道府県知事

0 O 届 出 0
0

(昭和23)

1815
社会・饉餞

局
け書保腱棺L●企ロコ 腱作品販売法人の指定

け体障害者福祉法

「25条第1項
0 撃生労慟大臣(障害保健福祉部長 ) 0 指 定 O ０即「

社会・燿臓
島

暉害保健福祉都企ロロ 腱作品受注納入等の法人の指定
'体

障害者福祉法
E26条

"3項

○ I生労働大臣(障害保健福祉部長 ) 0 指定 0 ２ｏ
帥
ゎ



“,|

番号

2設置根拠 3規 制主体・内訳 4規 制手段

所■椰課名 事項名 根拠法令等条項
法

律

政

令

省

令

と
口
一ホ

処分権者
４

，
臥
庁

立
政
人

独
行
法

方
共
体

地

公
団

抑雌田ｍ

用

路

区

分

強

い
規

制

中
間

の
規
制

弱

い
規
制

施行後20

年以上
(施行年を

記入)

社会・経菫

局
●書保●福社部企ロヨ

「
業等の報告

,体障害者福祉法施行規則
膚10条 0 軍生労働大臣 0 報告 O ｏ

師
っ

餞会． 晨

局

社 障害保●薇 編 神・

口書保●凛 嗜神保健指定医の指定
●神保●及び精神陣害者福社に関すζ
去絆 O 早生労働大臣(障害保健福祉部長 ) O 指 定 0 ｏ

帥
０

1888 保険局 保険課 E康保険組合による重要な財産の処分の認可 ○ 撃生労働大臣 0 陽 可 0
0

(大 ■15

年)

1992 労燎担当●事官室 掌慟組合の資格証明
け働組合法
16条第1項

O 罪道府県労働委員会又は中央労働委員会 O 0 証 明 O
◎0

(昭和24

年)

2007
と年会局 "●

■旱月EII
年全島事彙全口諄

社会保険労務士試験 の試験科 目の一部免除
土会保険労務士法
に11条  . 0 撃生労働 大臣

L国社会保険労務士会連合会
0 0 免除 0 駆わｏ

労働●準局監督諄
年金局事彙企口課

出会保険労務士の変更豊鎌
t会保険労務士法

「 14条の4 O 2国社会保険労務士会連合会 O 登録 0
和
＞

昭
年と年,局

2093

一̈
にせい剤原料輸入業者等の指定

じせい剤取締法

“

30条の2 O 軍生労働大臣(輸出入業者、製造業者)

椰道府県知事 (取扱者又は研究者 )

0 O 指 定 0 0
昭和30年

2005 精 嶽
安全衛生

“

化学働質対
燎誅 籠祖港剤等設備の特例の許司 濠 > 0 鵜 基準監督署長 0 許可 0

0(昭rn4
年)

2105 日彙安定■
驀●・口薔●雇用

"療 軍害者職業カウンセラーに係る試験及び講習の指定
暉薔者 の層 用 の 優 遭 番 に関 する漱椰 O 軍生労働大臣 0 指定 0 0

年,局 書定基金による健全化計画の作成 ●生年金保険法第178条 の2 0 雲生労働大臣 O 承認 0

菫合会の決算 嘔生年金お金令第52条のフ
「

生労働大臣 0 承認 0

饉書諄 衛生検査所の登録
自床検査技

“

等に関

“

法律第20彙
〇

話道府県知事
F長または区長 (衛生検査所の所在地が保健所を

蹴 する市又は特別区の区城にある場合 )

0 登 録 0

2211 螂 経済諄 野生検査所の登録の変更等
`床

検査技師等に関する法律第20彙
,4 O

吊道府県知事
に長または区長(衛生検査所の所在地が保健所を
目 する市又は特別区の区城にある場合)

0 届 出 0

2212 に政局 峰済諄 [生検査所からの報告
●床検査技

“

等に関する法律第20条
O

椰道府県知事          ｀

F長または区長(衛生検査所の所在地が保健所を
1置する市又は特別区の区城にある場合)

O 報告 0

22,3 菫政局 饉書澤 晴生検査所の登録の取消し
E床検査技師等に||する法律事20条

○

椰道府県知事
F長または区長(衛生検査所の所在地が保健所を
1置する市又は特別区の区域にある場合)

O 取 消 O

■
Ｎ
Ｎ
‥

(注 )

①強い規制
一般的な禁止を特定の場合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為
(例 :許可、認可、免許、指定等)

②中間の規制
特定の事実や行為が、あらかじめ定められた基準等を満たしているか否か審査・判定し、これを公に証明する行為等
(例 :認定、綸査、登録等)

③弱い規制
一定の事実を行政庁に知らせるもので、行取庁は原則として記載事項を確認し、受理するにとどまるもの等
(例 :届出、提出、報告等)



分野・事項名 根拠法等 所管府省

"厖
方針

僣考

∪ Eうに対ル
するもの

∪ 刃t丁●万
向ではあるが、
付すべき条件
等を検討する
のに一定の期
間要するもの

υ むb:こ 目 黒

を詰めて検討
するもの

∪ 現TTでも対
応可能なもの

∪ 硬口丁0こ
とが適切でな

いもの

■1 F庁

1 (2)⑥ 小型モビリティの実用化に向けた検討 道路運送車両法
道路交通法

警察庁
(国 土交通省)

○

(3)⑥ 日没後の狩猟制限の緩和及び消音器の使用 警察庁
(環境省 )

○

3(4)C映画撮影に係る許可手続の迅速化
凰路交通法 火薬類
取締法 道路法 道
窓連送車両法、空港
去、自然公園法

(経済産業省、国
土交通省、環境 ○

4 (4)Cコンテンツ配信関連設備の設置容易化 道路交通法
道路法

警察庁
(国 土交通省,

○

百

嗜

5

6

7

2(1)① 「医療滞在ビザ」〈仮称)の創設および在留資格の明確化× 出入国管理及び
誰民認定法

法務省
(外 務省 )

○

9 2(1)① 外国人医師等の受入促進※ 出入国管理及び

帷民認定法
法務省
(厚 生労働省 )

○

(1)①
呂お貫層♂

関連免許を有する外国人医療従事者に対する在留期 出入国管理及び

雄民認定法
去務省
:厚 生労働省 )

○

3(1)① 高度人材に対するポイント制を活用した優遇制度の導入※ 出入国管理及び

罐民認定法
法務省
(厚 生労働省 )

○

(1)②
突
航クルーズ船の外国人乗客に係る仮上陸許可の行動範囲の拡 出入国管理及び

罐民認定法 法務省 ○

1)ぜ 新卒留学生の特区内トライアル雇用に対応する在留資格の創設
出入国管理及び
雌民認定法

法務省
(外 務省 ○

3(4)● 海外クリエイター誘致のための在留資格要件の緩和 出入国管理及び
難民認定法

法務省
(厚 生労働省 ○

(1)① 「医療滞在ビザ」(仮称)の創設および在留資格の明確化※
(再掲)

出入国管理及び

誰民認定法
外務省
(法 務省 )

○

3(1)⑩
聾轟ξ

学生の特区内トライアル雇用に対応する在留資格の創設 L入 国管理及び

罐民認定法
外務省
(法務省 厚生方■l省 ○

3(1)ll j帯 国した卒後留学生の県内再訪に対応するビザの創設
出入国管理及び

雄民認定法
外務省 ※調整中

「優先的に検討に着手すべき規制口制度改革」への対応方針 (府省庁別)

【12/10時点】

1//6



分野・事項名 4- 所管府省

"π
万●|

●考

ψ IEり に湖 ル

するもの
り 河ル90ガ
向ではあるが、
付すべき条件
等を検討する
のに一定の期
間要するもの

∪ ごり:こ■ 黒

を詰めて検討
するもの

Ψ 現何で切
応可能なもの

∪ 硬Π丁0こ
とが適切でな

いもの

けヨ罐

(2)④ 国の補助金等により導入した研究設備・備品の使用の緩和
哺助金■に係る予,
か執行の適正化に麒 財務省 ○

3(2)⑤ 補助金の効率的な執行の可能化
縣助金薔に係る予ヨ
D執行の適正化に段 財務省 ○

(3)③ 保税搬入原則の見直し※ 関税法 財務省 ○

省

(1)0統合医療を担う医師等の人材育成の促進 学校教育法 文部科学名 ○ ○

3 (¬ )② 大学院教員の専攻の兼務 学校教育法 文部科学省 ○

(1)⑦ インターナショナルスクールの設置促進 摯校教育 ,去

仏立学校振興助成法 文部科学省 ○

(1)0外国人教員に関わる資格要件の緩和 教育職員免許
法

文部科学省 ○

(1)0海外の大学院との単位互換数の上限引上げ 学校教育法 文部科学省 ○

事生労●省

2“ Ю
蝠 キ占

民間経験者に対する承認審査、事前相談への 虫立行政法人医薬」
厚生労働省 ○

2(1)② 新医薬品に対するGMP適合性調査権限の移譲 薬事法 厚生労働省 ○

(1)③ 国内では未承認の医薬品・医療機器に関する試験的使用の容認 薬事法 厚生労働省 ○ ○
※ ※個人輸入等による場合

(1)④ 保険外併用療養費制度の柔軟化× 建康保険法 厚生労働省 O

“

)⑤
轟 臨

ネートュース(人道的使励 の検討、特区における先行
菜事法 厚生労働省 ○

〈1)⑥
躙 賜

を用いた臨床研究を迅速に実施するための特例 (手続 (ヒト幹細胞を用いる
臨床研究に関する指 享生労働省 ○

(1)⑦ 臨床研究に係る病床規制特例〈特例措置の適用・手続の簡素化) 医療法 享生労働省 ○

2(1)③
譜操馬変常馨塁

臨床研究を促進するための医師・企業連携によそ
薬事法 享生労働省 ○

34 2(1)⑨ サージカルトレーニングの導入
死体解剖保存
法

享生労働省 ○

2(1)⑩ 重点疾患・分野に関する迅速な治験の実施 薬事法 厚生労働省 ○

(1)① 治験中における新規医療機器の仕様変更 薬事法 厚生労働省 ○

2 〈1)⑫ 治験に係る病床規制特例〈手続の簡素化) 医療法 厚生労働省 ○

2//6



分野・事項名 4- 所管府省

対 応 力 ●|

儀考

ψ 鳳ろ:こ河ル
するもの

り 刃路丁●万
向ではあるが、
付すべき条件
等を検討する
のに―定の期
間要するもの

∪ eり :‐■ 鳳

を詰めて検討
するもの

Ψ 現何 Ct月
応可能なもの

0残討するこ
とが適切でな

いもの

(1)⑬ 医師個人を実施主体とする治験契約の容認 薬事法 享生労働省 ○

(1)⑮ 外国人医師の国内での診療に係る臨床修練制度の弾力化※
享生労働省 ○

40 (1)① 外国人医師等の受入促進※
(再掲)

出入国管理及び
帷民認定法

厚生労働省
(法務省 )

○

(1)①
昌お貧署辮

許を有する外国人医療従事者に対する在留期 出入国管理及び
誰民認定法

厚生労働省
(法 務省)

※法務省で一元的に回答

(1)0統合医療に係る保険外併用療養費制度の適用 健康保険法 厚生労働省 ○

43 (2)①
総
散保有されている医療・健康関係データの地域の機関への集約 個人情報の保護

に関する法律 厚生労働省 ○ ○
※ K匿名化するなど個人情報の保護に関す

5法律等に抵触しない形とする場合

44

(2)② 離島・へき地の患者への遠隔診療、処方の実現
※

医師法 (遠隔
診療 )

享生労働省
○ ○

※ K離島やへき地における遠隔診療は実施
て́差し支えないこととしている

薬事法 (服薬
指導 )

○

2(2)③ 扉雰凛鼎
けグループホーム、ディサービスヘの障がい者受入れ要針護保険法

章害者自立支援法 厚生労働省 ○

(2)④ 障がい者雇用に係る情報の「新しい公共」との共有・―元化
●著者の雇用の促運

争に関する法律
饉葉安

'法

厚生労働省 ○

48 (2)⑥ 介護保険事業計画における計画水準を超えた施設整備
× 介護保険法 厚生労働省 ○

(1)① 高度人材に対するポイント制を活用した優遇制度の導入※
(再掲)

出入国管理及び

罐民認定法
厚生労働省
(法 務省 )

○

50 3(1)lDl措
「

留学生の県内トライアル雇用に対応する在留資格の創設 (再 出入国管理及び

罐民認定法
厚生労働省
(法務省 外務● |

○

3(4)② 海外クリエイター誘致のための在留資格要件の緩和(再掲)

出入 国管理及 び

誰民認 定法
厚 生 労 働 省
(法 務省)

○

4(1)④
贅層斉

法に係る客室面積要件の適用除外 (田 舎暮らし交流体験
朦館業法 享生労働省 ○

“

Ю
履辱朧 鶉

す
法の調 鰤 帳 略 室鍛 眩 関

旅館業法 享生労働省 ○

水産省

l ②⑥璽信[庸:翼官壇聾雰竃配]客Fお
ける再生可能工杓レギー設備毎岸法

巻湾法
国土交通省
(農林水産省)

○

1(3)③ メタン発酵消化液や堆肥の肥料取締法上の規制緩和 肥料取締法 農林水産省 ○

(2)① 農業生産法人の要件(資本、事業、役員)見直し※ 農地法 姜林水産省 ○

4(2)② 農業委員会の在り方の見直し※
晨地法
農菜経営基盤強化促
ヒ法

農林水産省 ○
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分野・事項名 根
―

所管府省

封
=方

針

●考

υ 暉bl‐月ル
するもの

υ刃ルす0万
句ではあるが、
付すべき条件
等を検討する
のに一定の期
間要するもの

を詰めて検討
するもの

Ψ 現 fT C● 月

応可能なもの 一一̈

(2)③
新徹健森#ヽ

施設□芸推進のための施設整備に係る農地転用規
農地法 晨林水産省 ○

※1

○
※2 ※16次鷹栞化のための施設(手続きの簡素

{ヒ )

※2施設園芸推輩のための権船

(2)④ 農地利用集積円滑化事業を行う団体の対象拡大 農業経営基盤強
化促進法 農林水産省 O K農地所有者代理事業を行う営利を目的とした

主ヽ体の場合

00 (2)⑤ 農地取得、賃借要件の緩和 農地法 農林水産省 ○

(2)⑥ 共有農地に関する利用権設定の緩和 農業経営基盤強
化促進法 農林水産省 ○

(3)① 馨[高墓濯g芽諾二疑訂
に整備する制度の創設〈公的主体によそ

森林法 奥林水産省 ○

4(3)② 所有者不明の森林に対する分収育林契約締結事務の簡略化 藤林法 農林水産省 ○

済産業省

1(1)① 電気自動車の充電に係る課金方法の整備※
電気事業法 経済産業省 ○

1(1)④ 燃料電池自動車・水素ステーション設置に係る環境整備
×
(再掲)

目圧ガス保安法

畠築基準法
経済産業省
(国 土交通省 )

○

1(1)⑤
奪雰進霜

Fの
設置等に伴う電気主任技術者の選任に係る規模要

電気事業法 経済産業省 ○

1(2)③ 小水力発電の設置に伴うダム水路主任技術者選任の緩和 電気事業法 経済産業省 ○

1(3)① 釜種希宥諸電謀亀gラ
スチックのリサイクルのために必要な制度改撃器包装に係る分別

叉集及び再商品化の
こ進奪に関する法律

経 済 産 業 省
(環境省)

○

(2)② 工場の緑地面積規定の緩和 工場立地法 経済産業省 ○

(2)③ 工場等の高度化事業の市町村経由での実施 独立行政法人中小f
薬基盤整備機構法 経済産業省 ○

(2)C工場立地に係る緑地規制等の特
"1

工場立地法 経済産業省 ○

(4) 1)映画撮影に係る許可手続の迅速化 (再 掲う

目路交通法、火異類
収綸法 道路法 ■
書運送車両法 空澪

経済 産 業 省

警察庁、国土交

百省 .l■ 境省 )

○

■土交通省

1〈 1)② 道路の占用許可基準の緩和 道路法 国土交通省 ○
※1

○
※2

※1 道路の敷地外に余地がないためや
むを得ないものJの適用除外について
※2適路法及び施行令に限定,1挙されて
いる占用物件への追加について

1(1)④ 燃料電池自動車・水素ステーション設置に係る環境整備※
(再掲)

高圧ガス保安法

建築基準法
国土交通省
(経済産業省)

○

1〈 1)⑥ 太陽光発電設備等に係る建築基準確認申請の不要化X 建築基準法 コ土交通省 ○

1(1)② 低炭素化に資する設備 建物を導入した場合の容積率緩和※ 塵築基準法
邸市計画法 国土交通省 ○

10)0草

=彙
す嫁嘩■憔 性蠍説義轟謡許

ル建築基準法
邸市計画法

国土交通省 ○
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分野・事項名 根撻 所管府省

"330「

鶴

Ψ Eb:ヽ月ル
するもの

り 月■
'0万向ではあるが、

付すべき条件
等を検討する
のに一定の期
間要するもの

Ψ ごり:こ■彙
を詰めて検討
するもの

∪ 現TTでも刃
応可能なもの

一̈巾
1(2)⑤ 他の水利使用に従属する小水力発電の許可申請の不要化 可川法 ヨ土交通省 ○

1は )⑥ 璽こ離留織鋪庸繊聾曽再生可能
エネルギー謝毎岸法

巷湾法
ヨ土交通省
1農林水産省)

○

80 2(2)⑤ 自家用有償運送に係る権限委譲等 直路運送法 EII土交通省 ○

(1)③ 立体道路制度の対象の拡充 Stll回法
壼榮基準法

国土交通省 ○

(1)④ 工業地域等における用途規制の緩和 建築基準法 国土交通省 O

83 (1)⑤ 特別用途地区内における用途制限の緩和 建築基準法 コ土交通省 ○

84 (1)⑥ 権利者負担による区画整理地内の基盤整備の高度化 土地区画整理
法

EIl土 交通省 ○

(2)⑥ Jヽ型モビリティの実用化に向けた検討〈再掲)
道路運送車両法
道路交通法

ヨ土交通省
1警察庁)

○

3(3)① 埠頭株式会社が柔軟且つ効率的な経営を行うための規制緩和 寺定外買埠||の 管層
里営に関する法律 コ土交通省 ○

3(3)② ふ頭内及び指定道路における45フィートコンテナの輸送実現 道路法 国土交通省 ○

88 (3)④ 埠頭貸付制度の対象拡大 巷湾法 国土交通省 ○ K港湾法等の改正を検討しているところ

(3)⑤
義美

団地造成事業の造成工場敷地について譲受人の資格要件を
国土交通省 ○

90 3(4)① 映画撮影に係る許可手続の迅速化(再掲)
文締法.道路法、道
各運送車両法、空港

国 土 交 通 省
(警察庁、経済産
業省、環境省 )

○

3(4)③ コンテンツ配信関連設備の設置容易化(再掲)
道路交通法
道路法

国土交通省
(警察庁 ) ○

生(1)① 顧昇劣:倉If盲籍ゞ諄Lγ菫鴇響
を整えるための、通訳案内士

通訳案内士法 ヨ土交通省 ○

93 (1)③ 旅行業法に係る総合特区内宿泊施設に対する特例 旅行業法 国土交通省 ○
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分野・事項名 根凛 所管府省

財 B方 針

鶴

Ψ にblヽ河ル
するもの

一̈̈一の‥こ一定の期̈

∪ ごりに口息
を詰めて検討

するもの

Ψ 易 fT Ct月
応可能なもの

∪ 便Π]●L
とが適切でな

いもの

省

94 1(2)① 木質バイオマス等の一般廃棄物・産業廃棄物の適用除外 賠棄物の処理及び月
請に関する法律 環境省 ○

上
“

)① 釜属語彗諸理際鍵g7番盾rク

のリサイ勿レのた樹こ必要な制度改
ｍ̈赫

凛輛申

露
及
年

環境省
(経 済産業省)

○

(4)① 映画撮影に係る許可手続の迅速化(再掲)

直路交五法、火薬類
収綺法、道路法、道
賂運送車両法、空港
去、自然公口法

壕 現 看

(警察庁、国土交

通省 .経済産業 ○

(3)④ 有害鳥獣の捕獲・狩猟について期間や時間帯の延長
■獣の保眼及び

"媚か適正化に関する法 環境省 ○

=(3)⑤ 曇談傍護黒
での捕獲制限の緩和、箱わな狩猟免許の緩和、免許

か適正 4ヒ に関する法
奎

環境省 ○

〈3)⑥ 日没後の狩猟制限の緩和及び消音器の使用(再掲)
環境省
(警察庁)

○

合計 20 22 24 32 5

※「規制。制度改革に係る対処方針」(H22618閣 議決定)、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年 9月 10日 閣議決定)における「日本を元気にする規制改革100」 、「円高・デフレ対応のための緊
急総合経済対策」(平成22年 10月 8日 閣議決定)における「規制・制度改革」においてとりあげられているもの。
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別― A(優先的に関‖こ着手すべき規胴・佃廊蘭鞠

別綱僣試A(優先的に検討に着手すべき洲 ・m

耐 庁名 :鶴 劇

阿、日立公園、空港等の使用許可等について、フィルム

れ るよう改善を図る。

■他の要件とともに、地域住民、道路利用者等の合意形.

錆 県警察に対して発出した「イベント等に伴う道路使用|

IIL民、道路利用者等の合意形成の円滑化を図るため、必
うとともに、当・

-4、
フイルムコミッション、地域

≧等の協議の場の設置を求めることを指示しており、本件
れた場合には、道路使用許可手続の円滑化が図られるもσ

薬類取肺去(昭和25年法律第 149号。以下「洵 という
されているところ、法第52条第 1項の規定により、都適
.れ

ばならないとされている。
こ用 (消費)に係る許可に関して公共の安全に影響を及ぼ

鑓靖県知事による― 県公安委員会に対する意見聴取

鮒 庁名 :警察庁】

等ヽの設置を促進するため、道路の使用許可や占用許可が

観 許可と道路占用許可の両方が必要となることが多い
:は、警察庁において、平成17年 3月 17日付けで ugl
長又|お観鶴肇聾駒,いずれ力ヽこおいて一括して受け付け
1り 速働 こヽ手続を開始させるなど、許可申請手続の一層(

1

].事銘 3 アジア経済戦略
(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信

C映画撮影に係る許可手続の迅速化

、映画撮影に係る道路使用・占用許可、特殊車両通行許可、火薬類の使用許可、日立公園、空港等の使用許可等について、フィルムコミッシ
ョンや関係行政欄閥で構成する連絡協議会により、所要の手続が速や力ヽこ行われるよう改善を図る。

2.回答

①引⑥の別)
④現行でも対応可能なもの

3.具体的内容 1 道麟縮け鵬押可について

映画撮影を目的とするロケーション等に伴う道酪膜朔日午可については、他の要件とともに、地域住民、道路利用者等の合意形成が重要
な要素となるところ、警察庁において:よ 平成 16年 3月 18日付けで都道府県警察に対して発出した「イベント等に伴う道路使用許可の取
扱しヽこついて」(輌達)において、ロケーション等の実痴主体による地域住民、道路利用者等の合意形成の円滑化を図るため、必要がある
と認めるときは、当該戻施主体に対して、適切な助雷、情報提供等を行うとともに、当・

-4、
フイルムコミッション、地域住民、道

路利用者、地方公共団体の職員、地元運送事業者等から構成される協議会等の協議の場の設置を求めることを指示しており、本件提案こ係
る連絡協議会の場においても、地域住民、道路利用者等の合意形成が図られた場合には、道路使用許可手続の円滑化が図られるものである。

2 火薬類の使用許可について

映́画の撮影で使用されるような火薬類を使用 (消勤 するためにIよ 多噂駿諏鰍  (昭和25年法律第 149号。以下「

"ヨ

という。)第 25

条第1項の規兜により、都道府県知事の許可を受けなければならないとされているところ、法第52条第 1項の規定により、都道府県知事
が当該許可をしようとするときは、都道府県公安委員会の意見を聴かなけれはならないとされている。
都道府県公安委員会に対する意見聴取lよ 都道府県知事力ヽ 火薬類の使用 (消費)に係る許可に関して公共の安全に影響を及ぼすおそれ

力ぐあるかどうかを慎重に判断するために行うものである。

本要望のような連絡協議会については、公共の安全の確保の見地から都道府県知事による― 県公安委員会に対する意見聴取等の手続
きが確保される限り、現行でも対応可能と考える:

1 事 縣 3.アジア経済戦略

(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信

③コンテンツ配信関連設備の設置容易化

公共スペースにおけるデジタルサイネージや無線υWのアクセスポイント等の設置を促進するため、道路の使用許可や占用許可が速や力ヽ こ

得られるよう、申請書や添付書類の簡素化を図るなどの改善を図る。

2.回答
¨ 男1)

④現行でも対応可能なもの

3.具体的内容 道路使用許可について

コンテンツ配信関連設備を適翻こ設置しようとする場合については、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となることが多いと考えら
れるところ、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合については、警察庁において、平成17年 3月 17日付けで「道路使用許可
申請手続の簡素合理化について」(桶遠〕を発出し、両許苛の申請を警察署長又は道路管理者のいずれ力ヽこおいて一括して受け付けることが
できることの周知を図るとともに、一括申請を受け付けた場合には可能な限り速働 こヽ手続を開始させるなど、許可申請手続の一日の簡素合
理化を図つているところである。



別紙様式A(優先劇ヨ関即こ締 べき規制・帆薗岬裁

別― A(優先的に欄訓こ着手すべき規制・制自蘭0
3 アジア帥

(4)コ ンテンッ等の「クリエイティブ産業」の対外発信
②海外クリエイター誘致のための在留資格要件の緩和

特定地域内のコンテンツ製作企業等が外国人クリエイターを誘致するに当たり、身元保証人として当該企業が責任を負うこと
などを前提として、円滑な入国や安定的な在留を保証するなど、出入国管理上の優遇措置を講じ

3.具体的内容

0 いわゆる「外国人クリエイター」については,現行の学歴,実務経験要件を満たせない場合であつても,映餞 アニメ,ゲー

ムといった我が国が誇るコンテンツ産業の集積を図り,海外への発信力を強化するため,専門性。1却離助 担`保されるのであれ

は 就労資格を付与すべきという要望が多くなされているところ。

O このため,「外国人クリエイター」について,専門性・技術性を確保する仕組みが整つた場合に,上記の在留資格の要件を見直
し,「外国人クリエイター」に就労可能な在留資格を付与できるようにすることで,我が国が誇るコンテンツ分野 (クール・ジ

ャバン)の海外発信力の強化に資するとともに,コ ンテンツ産業を中核とした地域活性化に資する。

〔検討に当たつての論点〕

O 我が国での就労を目的とする外国人の受入れについて,我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から,専門的な知識 技

術,技能を有する外国人については積極的に受け入れることとしており,入管法及び関係省令等において活動内容に応じた在留

資格及び上陸許可基準等を規定している。

O 上述の専門的。技術的分野の人材の受入れについては,諸外国に見られるような人数制限粋や受入れに際しての労働市場テス

トを要求しておらず,上陸許可基準において定める経歴等も多くは大卒又は10年程度の実務経験で足りることとしているなど,

制約の少ないものとなつている。

O 他左 し勒 る「外国人クリエイター」については,現行の学歴,実務経験要件を満たせない場合であつても,専門性 ,技術

性が担保されるのであれは 就労資格を付与すべきという要望があることから,現行の在留資格における既存の要件と同等の専
門性・技術性を担保する措置を講じつつ,現行の学歴,実務経験要件を緩和することを検討する (その際には,例えばIT技術
者の場合,法務大臣が告示する情報処理技術に関する試験に合格している場合あるしJ臨 を有する場合は 学歴,実務経験を
不要としている仕組みが参考となる。)。

O 現段階では 具体的ニーズを十分には承知していなし`ことから,「外国人クリエイター」に期待される活動内容 (映像分野 ア

ニメ州野 ゲ=ム)を明らかにし,いずれの在留資格の要件を緩和するのか,総合特区の実施を希望する地域がどのR70外国

1 事項名 3.アジア経済戦略

(1)日本のアジア拠点化 (グローパル企業、高度人材、投資の呼び込み)

も県内での就職活動を組続する場合、現在は大学の推薦状が得られる場合に限り限定的に特定活動として在留
資格が付与されるが、最長1年程度を想定したトライアル雇用を認める在留資格及びこれに対応するビザを創設すること等によ
り、留学生の県内就刷こ向けた取組を支援する。

2.回答

“

↑ンv(a`り ]:1)
④現行でも対応可能なもの

3.具体的内容 〔現行でも対応可能である理由〕

0 現行制度において,大学を卒業した留物 嚇 る囲こぽ就労可能な在留資格に変更する必要があるが,当該在留資格変更

許可については 雇用期間の定めの有無により差異があるものではなく,現行制度の枠内で対応可能であり,新たに在留資格を

創設して対応する必要は認められない。

〔具体的制度の内割  r
O 我が国での就労を目的とする外国人の受入れについて,我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から,専門的な知識 技

術,技能を有する外国人については積極的に受け入れることとしており,入管法及び関係省令等において活動内容に応じた在留

資格及び上陸許可基準等を規定している。

0 上述の専門的・技術的分野の人材の受入れについては,諸外国に見られるような人数制限粋や受入れに際しての労働市場テス

トを要求しておらず,↓陸許可基準において定める経歴等も多くは大卒又はlo年程度の書 足りることとしているなこ
制約の少ないものとなうている。

O 「トライアル雇用」による就労活動が具体的にどのような内容か判然としないが,大学を卒業した留学生が就職する際には,

主に在留資格「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に変更することが想定されるところ。    
´

0 これらの在留資格については,本邦の公私の機関との契約のあることが必要であるが, この契約の期間の長短については特段

の要件を設けていない。

O なお,「人文知識・国際業務」及び「技術」の在留資格については,C従事しようとする業務に必要な技術・知識に係る科目
を専攻して大学を卒業していること又は10年以上の実務網戦 ②日本人と同等額以上の報酬という基準が設けられていると
ころ,本件要望の例においては,大学新卒者であること及び専攻科目と業務内容の関連性について柔軟に判断する取扱いとし
ていることからCの基準は満たしているものと考えられ,Cの基準も満たすことが困難であるとは思われないことから,ト ラ
イアル雇用において上飽① oCの基準を満たせずこれらの在留資格を取得できないという事態は想定しがたい。

O したがって,現行制度でも対応可能である。





71-Ag膀 事に検酎に着手すべき規制・

…

BII―A(優先的:鋼 こ着手すべき燎 ・出

¬:事銘 3.アジア経済戦略
(1)日本のアジア拠点化 (グロ=バル企業、高度人材:投資の呼び込み)

⑩新卒留学生の特区凶トライアル雇用に対応する在瞥資格の―
留学生が卒業後も県内でOm― を鶴続する場合1現在180推 薦状が得られる場合に限り限定的に特定活動として在留資諮が付与され
るが、最長1年程度を想定したトライアル雇用を認める在日資格及びこ相こ対応するビザ観 設すること等により、留学生の県内就職に向け
た取組を支援するこ                          ′

4回答
∞ 別)

C現行でも対応可能なもの

3 蜘 内容

査調ま入国時にのみ必要である。した力,って、新率の留学生が卒業後日本に継親的に滞在する場合、在留資格が問題となるのであらて、
査誼臨 しなし、在留資格の日調こついて:靭 の方針に従う。

1.瓢 名 3 アジア
ー(1)日本のアジア拠点化 (グロー′ウ唆 来、高度人材、投資の呼び込み)

①帰国した率後留学生の県内再肪に対応するビJO劇設
特区内の大学に留学経験を有する卒業生が帰日後に再訪する際のビ切こついて、マルチビザとする等の特例により、留学生の有する海外ネ

…

上Jジネスマッチングを支援する。
2.回答

ひ
(調墜中)

3 具体的内容 (調整中)



男ll―A(枷 :■鳳開

…

き対劇・¨

¬.報 3 アジア経済戦略
(1)日本のアジア拠点化 (グローバル企業、高度人材、投資の呼

“
⑦インターナシヨナルスクニルの設置促進
学校の設置基準を緩和し、学校教育法1条校とする。

2 回答
(↑ンィ6ヽD男‖〕 ④現行でも対応可能なもの

3 具体的内容 幻瀾銅覇田宣基尋■ 4喘円交設欄議鬱隼。

―

・高等等吻婦田豊週轟朝ま、        1~~~                   ~~~~~
・学脚こおける教育の質を担保する観点及び多様な学校の設置を促進する観漁から、学校の設置に係る基準を最低基準として明確化する。
・地域の実情に応じた対応が可能となるよう、できる限り弾力的な規定とする。                 ,
・近年の急激な社会変化も勘案しつつ、学校の設置者の多様な教育理念を実現する観点から、できる限り大綱的な規定とする。

等を基本方針として制定された
―

Lに際して満たされなけれはならない基準である。
そのため、現行制度下においても、学校としての基本的な枠組引縮 しつつ、各学校の理念や自治体の実情に応じた多様な学校の設置は

可能である。
なお、教育課程の編成・実施についても、「教鰤 校制由 により、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校又は地域の特

色を生かした学習指導要領によらない特別の教育課程を編成・
― ることが可能である。



別― A(優先的に検討に着手すべき規制・呻

別― A(優先的に検討に着手すべき規制 。向

1 事酪 3 アジア経済戦略
(1)日本のアジア拠点1ヒ (グロ,パル企業、高度人材、投資の呼び込み)

C外国人教員に関わる資格要件の緩和                               1
外国において教育職員に関する免許状を損与された者:よ 日本において教育職員となることができるものとみなす

2 回答

∞ 男1)
④現行でも対応可能

3 帥 酔 外国において教員免許を取得した貢を当然に日本の教員免許を取得した者とみなすことはできなし功ぐ、現在の制度においても、外国において
授与された免許状を有する者や、外国の学校を卒業・修了した害こついては、免許状の摂与権者である都道府県教育委員会の行う検定により、
日本の免許状を授与する仕龍レがすでに用意されている (教育職員免許法第18条 )。

【参考 :教育職員免許法第18条による免許状の授ヨ出関 平成20年度 200件 (普通免許状49件、臨時免許状151件)

O教育職員免許法 (昭和24年法律第14フ号)

第十八条 外国 (本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与さ
れた教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者こついては、この法律及びこの法律施行のために
発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

1 鶉 3.アジア経済戦略

(1)日本のアジア拠点化 (グローバ}企業、高度人材、投資の呼び込み)

③海外の大学院との単位互換数の上限31上げ

現行では 10単位までしか認められていない
― における単侍百換を、15単位まで可能にする。

2 回答
((1)″

ヽ́
(E〕 Xフ ),弓 1)

③さらに論点を詰めて検討するもの

3 具体的内容 大学院設置基準第 15条 (大学設置基準第28条を読み替えて準用)により、他の大学院で履修した内容については、10単位を超えない
範囲に修士課程又は博士課程の修了に必要な単位 (30単ω に含めてよいこととされている。

このような単位百換制度に関し、学部段階 (¬ 24単位のうち60単位まで可能)と同琴度の15単位程度まで上限を引き上げることにつ
いては、中央教育審議会における検討課題として掲げられており、今後、大学院教育の修了要件の在り方全体に関する検討を行う中で、特区
地域に限定せず国内大学院全内こ関わる事項として、積瓶的に検討してまいりたい。



Bll―ハ (優先的に検討に着手すべき規制。制嘘改革)   臓 庁名 :厚生労働階】

別― A(優先的に検討に着手すべき規制。制度改革)   耐 庁名:厚生労働省】

1 難 2.ライフ・イノベーションによる健康大国戦略
(1)今後の経済成長の柱となる医療関連産業の国際競争拠点形成
市)統合医療に関する調査・研究の推進

統合医療にっいて、有効性・安全性に係る科学的根拠を確立していくために、通常の保険診療との併用を認め、患者の負担軽減を図ることで、
エビデンスの収集を推進する

`2.回答

¨ 男1)

③さらに論点を詰めて検討するもの

3.具体的内容 O 我が国の医療保険制劇ま、国民皆保険の理念の下、必要かつ適切な医療にっいて:よ 原則として保険診療により、かっ、一定の自己負担で「
受けられることを基本としている。一方で、現在、Cいわゆる差額ベッド等の患者0自由な選択に係るもの は定療養)や ② 先進的な医
療技術や治験など、将来の保険給付の対象とするべきか否力ヽこついて評価を行うことが必要なもの 申 については、保険診療と保険
外診療との併用を認め、基礎的な部分については保険給付の対象としているところ。併用が認められているもののうち、先進医療制嵐ま、保
険医療機関から申請のあった先進的な医療技術について、安全性や有効性等について専門家による検討を経て、保険診療との併用を認めてい
るところであり、統合医口こついても、保険医療機関からの申請に基づき、医療技術としての安全性。有効性等について先進医療専門家会議
等において評価が行われる必要があると考える。
なお、平成22年度には、新規に約10億円の予算を計上し、漢方業の作用機序0解朝等の研究事業を実施している。

Oまた、統合医劇ま多種多様なものがあるので、ご提案の統合医療にはどのような範囲が含まれるのか具体的な整理・評価が必要である。

1 鶉 3.アジア経済戦略

(1)日本のアジア拠点化 (グローパル企業t高度人材、投資の呼び込み)

⑩新卒留学生の特区内トライア〕由 に対応する在日資格の創設
動 駆 内の大学を卒業後、最長¬年程度を想定したトライアル雇用を認めるとともに、当該留学生が現行の基準では就労可能な在留資

格を満たせない場合であっても、試行後の本採用を含めた最長1年程度のトライアル雇用を認める在留資格及びこれに対応するビザを創設する
ことにより、留学生の特区内就職に向けた取組を支援する。

2.回答
¨ Яl)

C現行でも対応可能

莉 酔 舞 のトライアル雇用の内容が必ずしも明らかではなし
"t、

留学生力t車業臼こ就労可能な専目的・技術的分野であ相鍋 契約山日ま
れるものと考えられ、そうであるとすれlム 就労可能な在留資格への変更にあたっての制約要因ではない。

我が国における専門的・技術的分野の外国人材の受入れについて|よ 労働市場テストや受入れ粋の設定などもなく、諸外国としても開放
的な制度であソヽ 大学を卒業した者であ‖ず、「技術」ヽ「人文知識・国際業務」の在留資格の下、ホワイトカラーや― として、我が画
で広く就業が可能となつている。

就労可能な在留資格への変更について:よ 従事しようとする業務こついて、必要な技術もしくは知脚こ関する科目を専攻して大学を卒業
していること、又は10年Ш卜の実務経験が必要である力ヽ 留学生の在留資格「技術」及び在留資格「人文知識。国際業務」の該当性の判
断に当たっては 当該留学生の大学における専攻科日と企業における活動内容の関連性について,柔軟に判断されているものと承知してい
る。

0 したがつて専門的・技術的分野であれ:ム 留学生が大学を卒業した場合には、現行でも十州こ在日資格変更が認められるため、あえて特
区として新たに制度を設ける必要性は乏しいと考える。なお就労可能な在留資格を得る要件を満たせない場合に、トライアル雇用を1年間
経験したことをもつて無鏑円こ就労可能な高度専門人材と見なすのは不適当である。

O

O

O



別紙様式A(優先的に検討に着手すべき規制・制度的

1.鶉 3.アジア経済戦略
(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信

②海外クリエーターmoた めの在日資格要件の緩和

特定地域内のコンテンツ製作企業等が「外国人クリエイター」を誘致するに当たり、当該「外国人クリエイター」力報
"掴

で就労可能な在留
資格が付与されるために必要とされる学歴や実鰤 基準を満たせない場合であっても、それに相当する専門的な知識、́技術、技能を有する
場合は、それを担保する措置を講じることなどを前提として、就労可能な在留資格を付与することを― る。

2.回答

∞

③さらに論点を詰めて検討するもの

3 具体的内容 O専門的・技術的分野こ該当するとは評価されていない分野における外国人労働渚の受入れについて1よ 外国人労働者の安易な受入れ範囲の拡
大につながり、国内の労働市場の二重構造化とともに、労働条件等の改善を妨|ス ひいては国内の求人充足・人材確保を阻害する懸念もあり、
国民生洒全体にわたる幅広い見地に立った慎重な対応が必要である。

したがつて、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず、就業可能な在留資格が付与されない人材にも就学を認bる場合に:よ それらの
都 噂門的・技術的分野に該当することが4ヽ 可欠であり、その該当性を判断できる客観的な基準が必要である。

Oコンテンツクリエーターについても、
・専門的・技術的分野として評価できる業務範囲の特定
・大学卒業資格や実務経験が無い場合に、現行の基準と同等の専門性・技術性を確認するための仕組みの整備
・労働市場への

― を排除するため、日本人クリエーターの就労状況をIEEした上での年収要件等の設定
などに向けた具体的な検討が必要である。

Oなお、コンテンツクリエーターlよ

・ある地域に特有といえるものでないとすれ ま、労働力の移動が予想される                     ・
・日本の若年者などが安い賃金で就労している実態があると言われる中で、あえて日本国内に外国人材を入国させる必要があるのか
などから特区として実施するのが適切かつ効果働 こヽついての検討も必要である。              .



1.事銘 3.アジア経済戦略
12)先進的な産業・研究開発拠点め形成
∝ 現 地 に係る融 縛 硼
総合特区計画に位置づけられた地域においてIよ 工場のコUこ関する緑地面積率等について工場泣地法の特例を設ける

2.回答
¨ 男‖)

①直ちに対応するもの

3.具体的内容 O総合特区法において工場の立地に関する緑地面積率等について工場立地法の特例を設けること藁

1.事酪 3 アジア経済戦略

(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信                                    =
C映画撮影に係る許可手続の■凍化

映画撮影に係る道路使用・占有許可、特殊車両通行許可、火薬類の使用許可、日立公園、空港等の使用許可等について、フィルムコミッシ
ョンや関係行政機関で構成する連絡協議会により、所要の手続が速や力ヽこ行われるよう改善を図る。

2 回答

い の別)
④ 現行でも対応可能なもの

3 具体的内容 O― 上、火薬類の消費に係る許可は都道府県知事が行うこととなつている
~

Oしたがって、映画撮影を行う地域において、関係者間の協議の場が設けられ、各都道府県がそれに参加することで対応覗

く鋳 >
¨
(,蹟)

第二十五彙 火薬類を爆発させ、測ま燃焼させようとする者 鰊集類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下 ゆ肖
費者」という。)lよ 都道府県知事の許可を受けなlHuお らない。但し、馴け の実験t鳥獣の捕獲若しく国剛R射的練習、信号、観
賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業
のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場御ま、この限りでない。
2 都道府県知事ま、その燿溌又:ま燃焼の目的、場所、自時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の
安全の維持に劇障を測ます虞があると認めるときは、前頗の許可をしてはならない。
3 都道府県知割ま、第―項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが
生じたと認めるときIよ 爆発又I測閣由mこ限り、その許可を取り消すことができる。
4 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事口よ 経済産業省令で定める。



別綱様式A(優先的に検討に着手すベ
ー ・制自蘭D

別縦様式A(優先的に検討に着手すべき規制・制度的

1.事縣 1 グリーン・イノベーションによる環境・エネルギ=大国戦略                              ′

(1)環境・エネルギ=関連産業の国際競争力の強化のための拠点形成             ‐

③省エネ機器や自動車蓄電池を多様に組み合わせたホー′ヽTネルギ=マネジメントシステム 0旺お)住宅普及の為の容積率緩和
省エネ機器や自動車警電池を多様口組み合わせたホー′・Tネルギ=マネジメントシステム 御田

"住

宅について容積率を緩和する特例措置
を訂 る。  .

2.回答

¨ 男1)
①直ちに対応するもの

3.具体的内容

・環境貿荷低湖こ資する設備等を設置する場合、当該設備の―
ペースの建築物自内こ占める割合が著しく大きい住宅又は建築物こついては:

建築基準法に基づく特定行政庁の許可i球り、容積率の網策を彿 ことが可能。

・構造改革特別区域推進本部において取りまとめられた「明日の安い誠 長のための緊急経済対知 における構造改革特区に係る臨時提案等に対
する政府の対応方針(平成22年 6月 2日 )に4れ 、ヽ「自然撫 ―トボンプ罐報レステム″ 環境負荷の低減に資する設備が建築基準渕こ基づく
特定行政庁の許可によ

-0緩
和耐象であることについて、技

…

出し、周囲徹底を図る。は艶時期:平成 22年度中)」こととしてい
るところ。なお、本事項は全国的に対応する予定である。

1 瑯 3 アジア
ー(1)日本のアジア拠点化 (グローパル企業、高度人材、投資の呼び込み)

⑥権利者負担による区面整理地内の基盤整備の高度化
権利者の申し出により、自らの負担で基盤整備を高質化できる制度を創設する。加えて、その基盤整備が事業全体に影響を及ぼきない様に

する為、事業計画の変更及び換地計画に特例措置を設置する。
2 回答

¨ Rl)
④現行でも対応可能

3.具体的内容 ・権利者の申し出により、自らの負担で基盤整備を高質化することは現行制度において可能であるも
(当骸基盤が自ら管理するものでない場合は、管理者との協議が必要となる。)



Bll―A(優先的に検討に着手すべき規制。中     儲 庁名 :日+tin省】

1螺 3.アジア

…(3)¨ 等の国際競争力の強化

OI業団地造成事業の造成工場敷地こついて譲渡人の資格要件拡大

造成工場敷地の議受人資格は、「自ら」製造工場等を経営しようとする者に限定されている力ヽ 造成工場敷地を譲り受けた上で製造業者に
当該土地を貸し付ける者力ヽ 製造業者との間で「所有関係や支配陥 が無くても、或tヽま、両者が「実質的に二体」でない場合でも、総合
特区法に基づく計画に従って、

′
右譲受及び貸価こ係る土地において製造工場等の経営が行われることが、総合特区制度の枠組みで確認出来る

場合には、自ら型浩T場等を経営しようとする者に加えて、「製造工場等●経営するコこ土地を貸し付ける者」を、_たに譲受人資格の対象
とする。                                             _          ・

2.回答

“

7)‐(3圏り男1) ④現行でも対応可能なもの

3 具体的内容 【現行でも対5可能な埋田』
首都圏法第22条第1項及び近畿圏法第3¬ 条第1項において、造成工場敷地の議員人には、「当該造成工場敷地において自ら製造工場

等を経営しようとするもの」であることとされている。米原市から、工業団地遣成淳業の造成工ulLlこぉける譲受人の資格要件の緩和が
提案されている力ヽ 拡大要件として提案のあった「自らが土地利用する事業者以外への売掏 lよ 当該事業者が施設を自ら建設しその施設
を製造業を生業とする者に賃貸する場合にあつてIム 製造工場を建設する旨の承認を受けた上で製造工場敷地等に対する賃借権等の設定がヽ

承認がされることにより、実質的に製造勤 雄訛れることが担保されるため「自ら製墜工場等を経営しようとする者」に含むものと解され、
現行制度でも対応が可能である。                                '

(1,コ争)                                                               :

O首都圏法第二十二条及び近儀圏法三十一条 (造成工場敷地の議員人の資格)

造成工場敷地の議受人は(少なくとも、次の各号に圏デる条件を備えたものでなけれまならなし、
一 当該造成工場敷地において自ら製造工場等を経営しようとする者であること。
二 製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
三 議渡の対価の支払能力がある者であること。

O首都圏法第二十四条及び近畿日法第二十三条 (製造工場等の建詢
施行者であった者から造成工場敗地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めることにより製雉工場等の建設の工期、13-に 関す

る計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならなし、
O首都圏法第二十五条及び近畿田法第二十四条 ∝減工場敷地に関する権利の処分の制D               

｀

第十九条第二項¨ 日の翌日から起算して十年間は、

―

所有権 地上権、質権、使用賃借による権利理難 その
他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の長の
承認を受けなければならなし、

別離 A(優先的に検討に着手すべき規制・制度蜻     鮒 庁名 :国十奉栖省】

1 争 興 雀 3.アジア経済戦略

(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信
C映画撮影に係る許可手駒 楓模化

映画撮影に係る道路使用・占用許可、特殊車両通行許可、火薬類の使用許可、日立公園、空港等の使用許可等について、フィルムコミッシ
ョンや中 で構成する連絡協議会によりt所要0呼器

"撻
や力ヽこ行われるよう改善を図る。

2 回答
《Tンv(2`)男|!)

C現行でも対応可能なもの

3 具体的内容 ・映函側Mこ係る道路占用許可、特殊車両通行許可、空港の使用許可等に限らず、国土交通省所管の分躙 こ関して、映画撮影を行う地廟こおいて関係者間の協

議の場が設けられた場創こは、映団剛勧錮する所要の手続をスA Xlこ行うことができるよう、参加形態に拘らず、必要な情報交換を行う家 対応すること
は可能である。



Bu― A(優先的問 書 べ制 ・呻 廠 名 :H-4】
1 報 3.アジア経済戦略

(4)コ ンテンツ等の「クリエイティブ産業」
´
の対外発信

③コンテジツ配信関連設備の設置0容易化
公共スペースにおけるデジタ′湾ヘネージや無線LANのアクセスポイント等の設置を促進するためt道路の使用許可や占用許可が速働 こヽ

得られるよう、申請書や添付書類の簡素化を図るなどの改善を図る。
2.回晉

¨ 男1)
④現行でも対応可能なもの

3.具体的内容

道路占用許可手続き等については、デジタルサイネージや無線UWのアクセスポイント等の設置も含め、申請者の利便を図るため、添付書類
を必要最小口こするなど、できるだけ簡素化するよう努めている。
また、道路占用許可及び道路使用許可の両方が必要な場合に:よ 申請者のA-0た め、道路占用許可申請書の提出は所轄警察署長を、道
路使用許可申請害の提出は道路管理者を経由して、それぞれ行うことができるよう窓口の一本化を図つている。



BI― A(優先的嘲 に着手すべき規制・制度改革)   崎 名:― l′

1.郵 3.アジア経済戦略                         ~F
(4)コンテンツ等の「クリエイティブ産業」の対外発信                  '

C映画撮影に係る許可手続きの迅速化                                   ′
映画撮影に係る道路使用・占用許可、特殊車両通行許可、火薬類の使用許可、日立公園、空港等の使用許可等について、フィルムコミッショ

壁婆くりいに行われるよう改善を図る。
2.回答

―
ll)

C嗅行でも対応可能なもの

3.具体的内容

日立公園についてIよ 優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健k休養及び教化に資することを
目的として、自湘躍怯 卸印 32年 6月 1鴎胡事 161号)第 20条及崚認 1条におして、賊 頌 のうち特男嶼卿瞑I卦拐ll―Eにお
いて工作物や広告物の設置等の一定の行為を行う場合には許可を必要としている。また、固有地や固有施設を使用する場合には所管省庁の許
可が必要である。自然景観の優れた日立公国内において|よ ご指摘のような映画撮影等がこれまでも数多く行われているところであり、最近
でIよ 各自治体や観光協会等により組織されるフィルムコミッションとも日頃はり連絡を取り合い、撮影の要望ぷあ相ま円滑に進むよう努め
るとともに、日立公園D魅力が広く伝わるよう積極的な招致活動にも協力している。                 ‐

13



総合特区制度に係る税制上の措置 (案)について 平成 22年 12月 8日

政府税制調査会資料抜粋

国・地域を通じた規制・制度改革を基軸として、地域活性化の取組みを促進し、成長戦略の推進を図る。このため、
(1)我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進することを目的とした国際戦略総合特区、

(2)地域の資源や創意工夫を通じた地域活性化を目的とした地域活性化総合特区

を創設する。

2.税制措置の概要 ※ 平成 26年 3月 31日 までに指定を受けた事業者に適用

1)国際戦略総合特区

① 国際戦略総合特区内において、地方公共団体の指定を受けた事業者が、平成 26年 3月 31日 までの間に、認定
計画に記載された事業を行うために一定規模以上の設備等を取得してその事業の用に供した場合、特別償却又は

税額控除ができる制度を創設する。

② 国際戦略総合特区内において、地方公共団体の指定を受けた事業者が、専ら、認定計画に記載された総合特区
で適用される規制 。制度の特例を活用した事業を行う場合、当該指定の日から5年間、一定の要件の下、当該事
業による所得の一定割合を控除できる制度を創設する。

※ 上記①と②の措置は選択制。

※ 国際戦略総合特区の指定数は、少数に厳しく限定。

(2)地域活性化総合特区

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる株式会社の範囲に、社会的課題
解決に資する事業である特定地域活性化事業を行う指定法人を加える。 (エ ンジェル税制の拡充)



「新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～J(H22.618閣 議決定)

○経済財政運営の最重要課題は、過去の政権が残してきた規制口制度の東縛や、適切な政策及びそのために必要となる財源確
保の努力の欠如を是正し、本来の五≡を実現すること

Oルールの変更や需要面機 の政策を呼び水として実行することによって、これらの需要を顕在化させるとともに雇用を創出し、
日本が本来持つ成長主左実現することが、優先順位第一の課題

○制度改革と一体的に実施することで相乗的な効果が期待される政策・事業を重視する。特に、潜在的な薔要を抑えているルー
ルを変更すここと1ま極めて重要

LO量 盛長戦略の「21の国家戦略プロジェクト」として総合特区制度の創設を位置付け )
2つのパターンの「総合特区」により、

拠点形成による国際競争力等の向上、地域資源を最大限活用した地域力の向上を図る

我が国の経済成長の |: 地域の包括的・戦略的な挑戦 (チャレζジ)11
エンジンとなる産業・機能の

育成に関する先駆的な取組 ′

地域資源を最大限活用した

先駆的な地域活性化の取組

規制口制度改革の大胆な「提案」

「総合特区」としての指定

国と実施主体の鴨 議の場」の設置
・国と地域が一体とわ て推進
・必要な規制・制度改革、税財政・金融措置等を総合的

に協議・改善・実施等

育て

ケシャルじ・ネスニ


